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4. 事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

 

4.1 環境影響評価の項目 

4.1.1 環境影響評価の項目の選定 

環境影響評価項目については、ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置

に関する指針等を定める省令(平成 10 年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第 1 号、

最終改正平成 27 年 6 月 1 日)(以下「省令」という。)別表第一の内容、「2.事業の目的及び内

容」に示す事業の内容及び「3.地域特性の整理」に示す当該地域特性をふまえ、影響要因及び

環境要素を考慮し、選定を行った。 

一般的なダム事業においては、土地又は工作物の存在及び供用に係る影響要因の一つとして

「ダムの供用及び貯水池の存在」があるが、大戸川ダムは流水型ダムであることから「ダムの

供用及びダム洪水調節地の存在」とした。また、試験湛水の実施は、ダムの堤体の工事の一環

として行われるものであるが、流水型ダムにおいては、試験湛水が最も長期間貯水することか

ら、影響要因として「ダムの堤体の工事」とは別に「試験湛水の実施」を設定した。分けて整

理した。 

大戸川ダム建設事業における環境影響評価の項目を表 4.1.1-1に示す。 
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表 4.1.1-1 大戸川ダム建設事業における環境影響評価の項目 
影響要因の区分 

 
 
 
 
 
 
 
環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物 
の存在及び供用 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事 

施
工
設
備
及
び
工
事
用

道
路
の
設
置
の
工
事 

道
路
の
付
替
の
工
事 

試
験
湛
水
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在 

道
路
の
存
在 

ダ
ム
の
供
用
及
び
ダ
ム

洪
水
調
節
地
の
存
在 

大気環境 大気質 粉じん等 ○     

騒音 騒音 ○     

振動 振動 ○     

水環境 水質 土砂による水の濁り ○   ○ 

水温    ○    

富栄養化    ○    

溶存酸素量    ○    

水素イオン濃度 ○       

土壌に係る環
境その他の環
境 

地 形 及
び地質 重要な地形及び地質     ○ 

動物 
重要な種及び注目すべき生息
地 

○ ○ 

植物 重要な種及び群落 ○ ○ 

生態系 地域を特徴づける生態系 ○ ○ 

景観 
主要な眺望点及び景観資源並
びに主要な眺望景観 

    ○  

人と自然との触れ合い
の活動の場 

主要な人と自然との触れ合い
の活動の場 

○ ○ 

廃棄物等 建設工事に伴う副産物 ○     

文化財 有形の文化財 ○ ○ 

伝承文化 伝承文化 ○ ○ 
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4.1.2 環境影響評価の項目の選定理由 

大戸川ダム建設事業における環境影響評価の項目として表 4.1.1-1 に示した項目を選定し

た理由を表 4.1.2-1に示す。 

 

表 4.1.2-1 環境影響評価の項目の選定理由(1/4) 

項目 
選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気環境 大気質 工事の実施 ダムの堤体の工事等による建設機械の稼働に伴う

粉じん等により生活環境が影響を受けるおそれがあ

るため、環境影響評価の項目として粉じん等を選定

する。 

騒音 工事の実施 ダムの堤体の工事等による工事用車両の運行に伴

う騒音により人の健康と生活環境が影響を受けるお

それがあるため、環境影響評価の項目として騒音を

選定する。 

振動 工事の実施 ダムの堤体の工事等による工事用車両の運行に伴

う振動により人の健康と生活環境が影響を受けるお

それがあるため、環境影響評価の項目として振動を

選定する。 

水環境 水質 工事の実施 ダムの堤体の工事等による水の濁りの発生やコン

クリートからのアルカリ分の流出により、生活環境

が影響を受けるおそれがある。 

また、試験湛水による貯水により、ダム洪水調節地

内の溶存酸素量の変化や、ダム洪水調節地及びダム

下流河川の土砂による水の濁りの変化、水温の変化、

富栄養化が生じるおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として土

砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素量及び

水素イオン濃度を選定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、洪水時にはダムの洪水調節

により、ダム洪水調節地及びダム下流河川の土砂に

よる水の濁りの変化が生じるおそれがあることか

ら、環境影響評価の項目として土砂による水の濁り

を選定する。 

土壌に係る

環境その他

の環境 

地 形 及

び地質 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

ダムの堤体の存在等による土地の改変に加え、洪水

時のダムの洪水調節による貯水により、重要な地形

及び地質への影響のおそれがあるため、環境影響評

価の項目として重要な地形及び地質を選定する。 
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表 4.1.2-1 環境影響評価の項目の選定理由(2/4) 

項目 
選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

動物 工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、重

要な種及び注目すべき生息地に影響を及ぼすおそれ

がある。 

また、試験湛水による貯水により、ダム洪水調節地

の重要な種及び注目すべき生息地に影響を及ぼすお

それがある。さらに、ダム下流河川における試験湛水

に伴う水質（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、

溶存酸素量）の変化により、重要な種及び注目すべき

生息地に影響を及ぼすおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として重要

な種及び注目すべき生息地を選定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変に加え、洪水時のダムの洪水調節による

貯水により、重要な種及び注目すべき生息地に影響

を及ぼすおそれがある。また、ダム洪水調節地及びダ

ム下流河川における洪水時のダムの洪水調節に伴う

水質（土砂による水の濁り）や流況、河床の変化によ

り、重要な種及び注目すべき生息地に影響を及ぼす

おそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として重要

な種及び注目すべき生息地を選定する。 

植物 工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、重

要な種及び群落に影響を及ぼすおそれがある。 

また、試験湛水による貯水により、ダム洪水調節地

の重要な種及び群落に影響を及ぼすおそれがある。

さらに、ダム下流河川における試験湛水に伴う水質

（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素

量）の変化により、重要な種及び群落に影響を及ぼす

おそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として重要

な種及び群落を選定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変に加え、洪水時のダムの洪水調節による

貯水により、重要な種及び群落に影響を及ぼすおそ

れがある。 

また、ダム洪水調節地及びダム下流河川における洪

水時のダムの洪水調節に伴う水質（土砂による水の

濁り）や流況、河床の変化により、重要な種及び群落

の生育環境に影響を及ぼすおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として重要

な種及び群落を選定する。 
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表 4.1.2-1 環境影響評価の項目の選定理由(3/4) 

項目 
選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

生態系 工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、動

物・植物の生息・生育環境に変化が生じ、地域を特徴

づける生態系への環境影響を及ぼすおそれがある。 

また、試験湛水による貯水により、ダム洪水調節地

の動物・植物の生息・生育環境に変化が生じ、地域を

特徴づける生態系への環境影響を及ぼすおそれがあ

る。さらに、ダム下流河川における試験湛水に伴う水

質（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素

量）の変化及び流況の変化により、動物・植物の生

息・生育に変化が生じ、地域を特徴づける生態系への

環境影響を及ぼすおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として地域

を特徴づける生態系を選定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変に加え、洪水時のダムの洪水調節による

貯水により、動物・植物の生息・生育環境に変化が生

じ、地域を特徴づける生態系への環境影響を及ぼす

おそれがある。 

また、ダム洪水調節地及びダム下流河川における洪

水時のダムの洪水調節に伴う水質（土砂による水の

濁り）や流況、河床の変化により、地域を特徴づける

生態系への環境影響を及ぼすおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として地域

を特徴づける生態系を選定する。 

景観 土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変に加え、洪水時のダムの洪水調節による

貯水により、景観への環境影響を及ぼすおそれがあ

るため、環境影響評価の項目として主要な眺望点及

び景観資源並びに主要な眺望景観を選定する。 
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表 4.1.2-1 環境影響評価の項目の選定理由(4/4) 

項目 
選定する理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

人と自然との触れ合

いの活動の場 

工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、人

と自然との触れ合いの活動の場への環境影響を及ぼ

すおそれがある。 

また、試験湛水による貯水により、主要な人と自然

との触れ合いの活動の場への環境影響を及ぼすおそ

れがある。さらに、ダム下流河川において、試験湛水

に伴う水質（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、

溶存酸素量）の変化及び流況の変化により、主要な人

と自然との触れ合いの活動の場の利用状況等への環

境影響を及ぼすおそれがある。 

これらのことから、環境影響評価の項目として主要

な人と自然との触れ合いの活動の場を選定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変に加え、洪水時のダムの洪水調節による

貯水により、ダム洪水調節地の主要な人と自然との

触れ合いの活動の場への環境影響を及ぼすおそれが

ある。 

また、ダム洪水調節地及びダム下流河川における洪

水時のダムの洪水調節に伴う水質（土砂による水の

濁り）や河床の変化により、主要な人と自然との触れ

合いの活動の場への環境影響を及ぼすおそれがあ

る。 

これらのことから、環境影響評価の項目として主要

な人と自然との触れ合いの活動の場を選定する。 

廃棄物 工事の実施 ダムの堤体の工事等により建設発生土等の建設工

事に伴う副産物が発生するため、環境影響評価の項

目として建設工事に伴う副産物を選定する。 

文化財 工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、文

化財への環境影響を及ぼすおそれがある 

ことから、環境影響評価の項目として文化財を選定

する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変等により、文化財への環境影響を及ぼす

おそれがあることから、環境影響評価の項目として

文化財を選定する。 

伝承文化 工事の実施 ダムの堤体の工事等による土地の改変等により、伝

承文化への環境影響を及ぼすおそれがある 

ことから、環境影響評価の項目として伝承文化を選

定する。 

土地又は工作物 

の存在及び供用 

平常時は貯水しないが、ダムの堤体の存在等による

土地の改変等により、伝承文化への環境影響を及ぼ

すおそれがあることから、環境影響評価の項目とし

て伝承文化を選定する。 
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4.2 調査、予測及び評価の手法 

対象事業に係る調査、予測及び評価の手法を「4.2.1 環境の自然的構成要素の良好な状態の

保持」、「4.2.2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全」、「4.2.3人と自然との豊かな触

れ合いの確保」、「4.2.4環境への負荷の量の程度」及び「4.2.5歴史的資産の保全」に示す。 
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4.2.1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

4.2.1.1 大気環境 

大気環境についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.1.1 大気環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

 

 

 

 

 

 

 (1)気象の状況 粉じん等の拡散に影響を与える気

象の状況を把握するため、下欄の事項

を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)風向・風速 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は「地上気象観測指針(気象庁平

成 14年 3 月)」に定める方法に準拠し

た測定による。 

 

 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 
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(1/3) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査地点

を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

(1)予測の基本的な

手法 

降下ばいじんの

発生と拡散を考慮

した予測式による

計算とする。 

(2)予測地域 

事業実施区域及

びその周辺の区域

のうち、粉じん等の

拡散の特性を踏ま

えて粉じん等に係

る環境影響を受け

るおそれがあると

認められる地域と

する。 

(3)予測地点 

予測地域に位置

する以下の集落に

おいて粉じん等に

係る環境影響を的

確に把握できる地

点とする。 

①黄瀬 

②牧 

 

(4)予測対象時期等 

工事の実施に伴

う建設機械の稼働

により粉じん等の

発生が最大となる

時期とする。 

建設機械の稼働

に伴う粉じん等に

係る工事の実施に

よる環境影響に関

し、事業者により実

行可能な範囲内（工

法の検討、環境保全

設備の設置等）でで

きる限り回避され、

又は低減されてい

るか、必要に応じそ

の他の方法により

環境の保全につい

ての配慮が適正に

なされているかど

うかを検討すると

ともに、浮遊粉じん

濃度及び降下ばい

じん量の関係から

参考値として設定

されている目標と

調査及び予測の結

果との間に整合が

図られているかど

うかを検討するこ

とによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等が挙げられ

る。これらによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は、事業実施区域及

びその周辺区域で粉じん等に

係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域とし、

調査地点は工事実施箇所の近

傍における気象の状況を適切

かつ効果的に把握できる地点

とし、以下に示す地点とする。 

①上田上大鳥居（上田上桐

生町地先） 

現地調査の調査期間は 1 年間（令

和 4 年冬季～令和 5 年秋季）であり、

測定は 24 時間連続で実施する。 
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(4.2.1.1 大気環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

大

気

環

境 

騒

音 

騒

音 

 

 (1)騒音の状況 騒音の状況を把握するため、下欄の

事項を調査する 

具体的な調査の手法を項目毎に下

欄に示す。 

 

1)道路の沿道の騒音レベル 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は騒音に係る環境基準に規定す

る騒音の測定の方法に準拠した測定

による。 

 

(2)地表面の状況 音の伝搬性状を把握するため、下欄

の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)地表面の種類 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は踏査による。 

 

(3)工事用の資材

及び機械の運

搬に用いる車

両の運行が予

想される道路

の沿道の状況 

工事用車両の運行が予想される道路

の沿道の状況を把握するため、下欄の

事項を調査する。 

具体的な調査の手法を項目毎に下

欄に示す。 

 

1)工事用車両の運行が予想される道

路の沿道の騒音が問題となる学校、病

院、住居等の存在 

地形図、住宅地図及びその他の資料

による情報の収集並びに当該情報の

整理による。 

 

2)道路交通騒音の伝搬経路において

遮蔽物となる地形、工作物等の存在 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理による。現地調査は踏査による。 

 

3)自動車交通量 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査はカウンター等を用いた計数に

よる。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 
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(2/3) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査地点を項目毎

に下欄に示す。 

具体的な調査期間

等を下欄に示す。 

（1)予測の基本的な手法 

1)工事用の資材及び機械

の運搬に用いる車両の

運行に係る騒音 

音の伝搬理論に基づく

予測式による計算とす

る。 

(2)予測地域 

事業実施区域及びその

周辺の区域のうち、音の

伝搬の特性を踏まえて騒

音に係る環境影響を受け

るおそれがあると認めら

れる地域とする。 

(3)予測地点 

1)工事用の資材及び機械 

の運搬に用いる車両の

運行に係る騒音 

予測地域に位置する以下

の集落において騒音に係

る環境影響を的確に把握

できる地点とする。 

①県道16号大津信楽線

沿道の黄瀬 

②県道16号大津信楽線

沿道の牧 

(4)予測対象時期等 

工事用車両の運行状況

により、騒音が最大とな

る時期とする。 

工事用車両の運

行に伴う騒音に係

る工事の実施によ

る環境影響に関し、

事業者により実行

可能な範囲内（工法

の検討等）でできる

限り回避され、又は

低減されているか、

必要に応じその他

の方法により環境

の保全についての

配慮が適正になさ

れているかどうか

を検討するととも

に、「環境基本法(平

成 5 年 法 律 第 91 

号)」に定める騒音

に係る環境基準及

び「騒音規制法(昭

和 43 年 法 律 第 98

号)」に定める要請

限度と調査及び予

測の結果との間に

整合が図られてい

るかどうかを検討

することによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等が挙げられ

る。これらによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域及びその周辺

区域で騒音に係る環境影響を受けるおそ

れがあると認められる地域とし、調査地

点は調査地域に位置する以下の集落にお

ける主要な道路の沿道の騒音レベルを適

切かつ効果的に把握できる地点とする。 

①県道16号大津信楽線沿道の黄瀬 

②県道16号大津信楽線沿道の牧 

現地調査の調査期

間は令和5年とし、調

査時期は騒音レベル

を適切かつ効果的に

把握できる時期とし

て秋季の平日とす

る。また、調査する時

間帯は終日とする。 

 

具体的な調査地域・調査地点を項目毎

に下欄に示す。 

具体的な調査期間

等を下欄に示す。 

 

調査地域・調査地点は「(1)騒音（道路

交通騒音）の状況」と同様とする。 

現地調査の調査期

間は「(1)騒音の状

況」と同様とし、調査

時期及び調査する時

間帯は特に限定しな

い。 

 

工事用車両の運行が予想される道路の

沿道の状況を把握するため、下欄の事項

を調査する。 

具体的な調査の手

法を項目毎に下欄に

示す。 

 

調査地域・調査地点は「(1)騒音の状況」

と同様とする。 

文献その他の資料

によるため、特に限

定しない。 

 

調査地域・調査地点は「(1)騒音の状況」

と同様とする。 

現地調査の調査期

間は令和5年度とし、

調査時期及び調査す

る時間帯は特に限定

しない。 

 

調査地域・調査地点は「(1)騒音の状況」

と同様とする。 

現地調査の調査期

間は「(1)騒音の状

況」と同様とする。 
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(4.2.1.1 大気環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

大

気

環

境 

振

動 

振

動 

 (1)工事用の

資材及び

機械の運

搬に用い

る車両の

運行が予

想される

道路の沿

道におけ

る振動の

状況 

振動の状況を把握するため、下欄の 

事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)道路の沿道の振動レベル 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は振動規制法施行規則(昭和51 

年総理府令第58 号)別表第2 備考に

規定する振動の測定の方法に準拠し

た測定による。 

 

(2)地盤の状況 振動の伝搬性状を把握するため、下 

欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を項目毎に下

欄に示す。 

 

1)地盤種別 地質図及びその他の資料による情

報の収集並びに当該情報の整理及び

解析による。 

 

2)地盤卓越振動数 現地調査による情報の収集並びに 

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は、大型車の単独走行を対象と

し、対象車両の通過ごとに振動レベ

ル・卓越周波数を測定する。測定は10

回以上行う。 

 

(3)工事用の資

材及び機械

の運搬に用

いる車両の

運行が予想

される道路

の沿道の状

況 

1)自動車交通量 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査はカウンター等を用いた計数に

よる。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 
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(3/3) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査地点を下

欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に

示す。 

(1)予測の基本的な手

法 

1)工事用の資材及び機

械の運搬に用いる車

両の運行に係る振動 

振動レベルの80%レ

ンジの上端値(L10)を予

測する式を用いた計算

とする。 

(2)予測地域 

調査地域のうち、振

動の伝搬の特性を踏ま

えて振動に係る環境影

響を受けるおそれがあ

ると認められる地域と

する。 

(3)予測地点 

1)工事用の資材及び機

械の運搬に用いる車両

の運行に係る振動 

予測地域に位置する

以下の集落において振

動に係る環境影響を的

確に把握できる地点と

する。 

①県道16号大津信楽

線沿道の黄瀬 

②県道16号大津信楽

線沿道の牧 

(4)予測対象時期等 

工事用車両の運行状

況により、振動が最大

となる時期とする。 

工事用車両の

運行に伴う振動

に係る工事の実

施による環境影

響に関し、事業者

により実行可能

な範囲内（工法の

検討等）でできる

限り回避され、又

は低減されてい

るか、必要に応じ

その他の方法に

より環境の保全

についての配慮

が適正になされ

ているかどうか

を検討するとと

もに、「振動規制

法(昭和51 年法

律第64 号)」に定

める基準と調査

及び予測の結果

との間に整合が

図られているか

どうかを検討す

ることによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等が挙げられ

る。これらによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域及びそ

の周辺区域で振動に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められ

る地域とし、調査地点は調査地域に

位置する以下の集落における主要

な道路の沿道の振動レベルを適切

かつ効果的に把握できる地点とす

る。 

①県道16号大津信楽線沿道の黄

瀬 

②県道16号大津信楽線沿道の牧 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は振動レベル

を適切かつ効果的に把握できる

時期の平日とする。また、調査す

る時間帯は終日とする。 

 具体的な調査地域・調査地点を項

目毎に下欄に示す。 

具体的な調査期間等を項目毎

に下欄に示す。 

 調査地域は事業実施区域及びそ

の周辺区域で振動に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められ

る地域とし、調査地点は地盤の状況

を適切かつ効果的に把握できる地

点とする。 

文献その他の資料によるた

め、特に限定しない。 

 調査地域・調査地点は「(1)工事用

車両の運行が予想される道路の沿

道における振動の状況」と同様とす

る。 

現地調査の調査期間は「(1)工

事用車両の運行が予想される道

路の沿道における振動の状況」

と同様とする。 

 調査地域・調査地点は「(1)工事用

車両の運行が予想される道路の沿

道における振動の状況」と同様とす

る。 

現地調査の調査期間は「(1)工

事用車両の運行が予想される道

路の沿道における振動の状況」

と同様とする。 
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4.2.1.2 水環境 

水環境についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

土

砂

に

よ

る

水

の

濁

り 

 

 (1)濁度又は浮

遊物質量及

びその調査

時における

流量の状況 

河川の浮遊物質量と流量の関係を把

握するため、下欄の事項を調査する。な

お、浮遊物質量と濁度の関係について

もあわせて把握する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)浮遊物質量、濁度、粒度分布 

2)流量 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。現地調査は採水、

分析又は観測による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 
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(1/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等*1 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

河川水と工事区域から

の排水との混合計算とし、

流下過程での希釈及び沈

降を考慮した河川水質予

測計算とする。予測にあた

っては非出水時、出水時に

分けて行う。なお、予測は

浮遊物質量について行う。 

(2)予測地域 

流域の特性及び土砂に

よる水の濁りの変化の特

性を踏まえて土砂による

水の濁りに係る環境影響

を受けるおそれがあると

認められる地域とする。 

(3)予測地点 

土砂による水の濁りに

係る環境影響を的確に把

握できる地点として、以下

に示す地点とする。 

①ダムサイト直下地点

（大戸川） 

②下流地点（大戸川 支

川合流前） 

③下流地点（大戸川 瀬

田川合流前） 

④合流地点（瀬田川） 

(4)予測対象時期等 

非出水時は、工事に伴う

土砂による水の濁りが最

大となる時期とする。ま

た、出水時は、水の濁りと

流量の関係を考慮し裸地

の出現が最大となる時期

とする。 

土砂による水の

濁りに係る工事の

実施による環境影

響に関し、事業者に

より実行可能な範

囲内（工法の検討、

環境保全設備の設

置等）でできる限り

回避され、又は低減

されているか、必要

に応じその他の方

法により環境の保

全についての配慮

が適正になされて

いるかどうかを検

討するとともに、

「環境基本法」（平

成5年法律第91号）

に定める「水質汚濁

に係る環境基準」

（昭和46年環境庁

告示第59号）、「水質

汚濁防止法」（昭和

45年法律第138号）

及び滋賀県におけ

る「水質汚濁防止法

第3条第3 項の規定

に基づき排水基準

を定める条例」（昭

和47年滋賀県条例

第58号）に定める基

準と調査及び予測

の結果との間に整

合が図られている

かどうかを検討す

ることによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等が挙げられ

る。これらによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。また、評価の

手法は、省令に示さ

れている事項を満

足する手法を選定

する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は工事実施箇所の

上下流における浮遊物質量、濁

度及びその調査時における流

量の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点として、以下に

示す地点とする。 

1)浮遊物質量、濁度、粒度分布 

①流入河川（大戸川） 

②流入河川（田代川） 

③流入河川（水越川） 

④ダムサイト直下地点（大

戸川） 

⑤下流地点（大戸川 支川合

流前） 

⑥下流地点（大戸川 瀬田川

合流前） 

⑦合流地点（瀬田川） 

2)流量 

①流入河川（大戸川） 

②流入河川（田代川） 

③流入河川（水越川） 

④ダムサイト直下地点（大

戸川） 

⑤下流地点（大戸川 支川合

流前） 

⑥下流地点（大戸川 瀬田川

合流前） 

⑦合流地点（瀬田川） 

非出水時の現地調査の

調査期間は令和4年～5年

とし、調査時期は通年(月

1回)とする。また、出水

時の現地調査の調査期間

は令和5年～令和6年、調

査時期は出水時とし、4回

実施する。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

土

砂

に

よ

る

水

の

濁

り 

 

 (2)気象の状況 土砂による水の濁りと気象の関係を

把握するため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示

す。 

 

1)降水量 

2)気温 

文献その他の資料の収集並びに当

該情報の整理及び解析とする。 

 

(3)土質の状況 土砂による水の濁りと裸地の特性を

把握するため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示

す。 

 

1)表層地質、沈降特性 文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。現地調査は沈降

試験による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 
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(2/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等*1 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

(前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 

 調査地域は対象事業実施区

域及びその周辺の区域とし、調

査地点は地域の気象を継続的

に観測している信楽地域気象

観測所とする。 

文献その他の資料によるため、特

に限定しない。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

 調査地域は対象事業実施区

域及びその周辺の区域とし、調

査地点は工事の実施箇所にお

ける土質の状況を適切かつ効

果的に把握できる地点とし、土

砂採取地点は以下の地点とす

る。 

①流入河川（大戸川） 

②流入河川（田代川） 

③流入河川（水越川） 

 

現地調査の調査期間は令和6年と

し、調査時期は特に限定しない。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

土

砂

に

よ

る

水

の

濁

り 

 

 (1)濁度又は

浮遊物質

量及びそ

の調査時

における

流量の状

況 

河川の浮遊物質量と流量の関係を把 

握するため、下欄の事項を調査する。な

お、浮遊物質量と濁度の関係について

もあわせて把握する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)浮遊物質量、濁度、粒度分布 

2)流量 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。現地調査は採水、

分析又は観測による。 

 

(2)気象の状況 ダム洪水調節地の水質は気象の影響

を受けるため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)降水量、気温、風速、湿度、日射量、

雲量 

文献その他の資料による情報の収

集及び当該情報の整理及び解析とす

る。 

 

(3)水温の状況 ダム洪水調節地の水質は水温の影響

を受けるため、下欄の事項を調査する 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)水温 文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。現地調査は観測に

よる。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(3/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

ダム洪水調節地水質予

測計算（鉛直二次元モデ

ル）及び流下過程での沈

降、希釈を考慮した河川

水質予測計算とする。な

お、予測は浮遊物質量に

ついて行う。 

2)予測地域 

流域の特性及び土砂に

よる水の濁りの変化の特

性を踏まえて土砂による

水の濁りに係る環境影響

を受けるおそれがあると

認められる地域とする。 

(3)予測地点 

土砂による水の濁りに

係る環境影響を的確に把

握できる地点として、以

下に示す地点とする。 

①ダムサイト地点（大

戸川） 

②下流地点（大戸川 

支川合流前） 

③下流地点（大戸川 

瀬田川合流前） 

④合流地点（瀬田川） 

(4)予測対象時期等 

試験湛水の時期とす

る。 

土砂による水の

濁りに係る工事の

実施による環境影

響に関し、事業者に

より実行可能な範

囲内（環境保全設備

の設置等）でできる

限り回避され、又は

低減されているか、

必要に応じその他

の方法により環境

の保全についての

配慮が適正になさ

れているかどうか

を検討するととも

に、「環境基本法」

（平成5年法律第91

号）に定める「水質

汚濁に係る環境基

準」（昭和46年環境

庁告示第59号）と調

査及び予測の結果

との間に整合が図

られているかどう

かを検討すること

による。 

影響要因は試験

湛水の実施である。

これによる環境影

響については、省令

別表第二に掲げら

れている参考手法

により調査及び予

測が可能であるこ

とから、調査及び予

測の手法は、当該参

考手法を選定する。

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は浮遊物質量、濁

度及びその調査時における流

量の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点として、「土砂

による水の濁り」における「工

事の実施(ダムの堤体の工事、

施工設備及び工事用道路の設

置の工事、道路の付替の工事を

いう。)」の「(1)濁度又は浮遊

物質量及びその調査時におけ

る流量の状況」と同様とする。 

非出水時の現地調査の

調査期間は令和4年～5年

とし、調査時期は通年(月

1回)とする。また、出水

時の現地調査の調査期間

は令和5年～令和6年と

し、調査時期は出水時と

する。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 調査地域は渡地点上流域と

し、調査地点は地域の気象を継

続的に観測している気象観測

所とし、降水量、気温及び風速

については信楽地域気象観測

所とする。なお、湿度は上野特

別地域気象観測所、日射量は彦

根地方気象台とし、雲量は大阪

管区気象台とする。 

文献その他の資料によ

るため、特に限定しない。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は浮遊物質量、濁

度及びその調査時における流

量の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点として、「土砂

による水の濁り」における「工

事の実施(ダムの堤体の工事、

施工設備及び工事用道路の設

置の工事、道路の付替の工事を

いう。)」の「(1)濁度又は浮遊

物質量及びその調査時におけ

る流量の状況」と同様とする。 

現地調査の調査期間及

び調査時期は、「(1)濁度

又は浮遊物質量及びその

調査時における流量の状

況」と同様とする。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

土

砂

に

よ

る

水

の

濁

り 

 

 1)濁度又は

浮遊物質

量及びそ

の調査時

における

流量の状

況 

河川の浮遊物質量と流量の関係を把 

握するため、下欄の事項を調査する。な

お、浮遊物質量と濁度の関係について

もあわせて把握する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)浮遊物質量、濁度、粒度分布 

2)流量 

現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は採水、分析又は観測による。 

 

(2)気象の状況 ダム洪水調節地の水質は気象の影響

を受けるため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工

事の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(2)気象の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における

「工事の実施(試験湛水の実施をい

う。)」の「(2)気象の状況」と同様と

する。 

 

(3)水温の状況 ダム洪水調節地の水質は水温の影響

を受けるため、下欄の事項を調査する 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工事

の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(3)水温の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における

「工事の実施(試験湛水の実施をい

う。)」の「(3)水温の状況」と同様と

する。 

 

 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

作 

ダ
ム
の
供
用
及
び 

ダ
ム
洪
水
調
節
地
の 

存
在
を
い
う
。 
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(4/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄

に示す。 

(1)予測の基本的な手

法 

ダム洪水調節地水質

予測計算（鉛直二次元

モデル及び一次元河床

変動モデル）及び流下

過程での沈降、希釈を

考慮した河川水質予測

計算とする。なお、予測

は浮遊物質量について

行う。 

(2)予測地域 

流域の特性及び土砂

による水の濁りの変化

の特性を踏まえて土砂

による水の濁りに係る

環境影響を受けるおそ

れがあると認められる

地域とする。 

(3)予測地点 

土砂による水の濁り

に係る環境影響を的確

に把握できる地点とし

て、以下に示す地点と

する。 

①ダムサイト地点

（大戸川） 

②下流地点（大戸川 

支川合流前） 

③下流地点（大戸川 

瀬田川合流前） 

④合流地点（瀬田

川） 

(4)予測対象時期等 

ダムの供用が定常状

態であり、適切に予測

できる時期とする。 

土砂による水の

濁りに係る土地又

は工作物の存在及

び供用による環境

影響に関し、事業者

により実行可能な

範囲内（環境保全設

備の設置等）ででき

る限り回避され、又

は低減されている

か、必要に応じその

他の方法により環

境の保全について

の配慮が適正にな

されているかどう

かを検討するとと

もに、「環境基本法」

（平成5年法律第91 

号）に定める「水質

汚濁に係る環境基

準」（昭和46 年環境

庁告示第59号）と調

査及び予測の結果

との間に整合が図

られているかどう

かを検討すること

による。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの供用及

び貯水池の存在が、

ダムの供用及びダ

ム洪水調節地の存

在となったもので

ある。これらによる

環境影響について

は、省令別表第二に

掲げられている参

考手法により調査

及び予測が可能で

あることから、調査

及び予測の手法は、

当該 

参考手法を選定す

る。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は浮遊物質量、濁

度及びその調査時における流

量の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点として、「土砂

による水の濁り」における「工

事の実施(ダムの堤体の工事、

施工設備及び工事用道路の設

置の工事、道路の付替の工事を

いう。)」の「(1)濁度又は浮遊

物質量及びその調査時におけ

る流量の状況」と同様とする。 

非出水時の現地調査の調査

期間は令和4年～5年とし、調査

時期は通年(月1回)とする。ま

た、出水時の現地調査の調査期

間は令和5年～令和6年とし、調

査時期は出水時とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄

に示す。 

 「土砂による水の濁り」にお

ける「工事の実施(試験湛水の

実施をいう。)」の「(2)気象の

状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」にお

ける「工事の実施(試験湛水の

実施をいう。)」の「(2)気象の

状況」と同様とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄

に示す。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は浮遊物質量、濁

度及びその調査時における流

量の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点として、「土砂

による水の濁り」における「工

事の実施(ダムの堤体の工事、

施工設備及び工事用道路の設

置の工事、道路の付替の工事を

いう。)」の「(1)濁度又は浮遊

物質量及びその調査時におけ

る流量の状況」と同様とする。 

現地調査の調査期間及び調

査時期は、「(1)濁度又は浮遊物

質量及びその調査時における

流量の状況」と同様とする。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

水

温 

 

 (1)水温及び

その調査

時におけ

る流量の

状況 

水温と熱量収支を把握するため、下

欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)水温 

2)流量 

現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は観測による。 

 

(2)気象の状況 試験湛水に伴う貯水により、ダム洪

水調節地の水温は気象の影響を受ける

ため、舌蘭の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工

事の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(2)気象の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における

「工事の実施(試験湛水の実施をい

う。)」の「(2)気象の状況」と同様と

する。 

 

 

工
事
の
実
施 

試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(5/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

ダム洪水調節地水質予

測計算(鉛直二次元モデ

ル）及び流下過程での希

釈等を考慮した河川水質

予測計算とする。 

(2)予測地域 

流域の特性及び水温の

変化の特性を踏まえて水

温に係る環境影響を受け

るおそれがあると認めら

れる地域とする。 

(3)予測地点 

水温に係る環境影響を

的確に把握できる地点と

して、以下に示す地点と

する。 

①ダムサイト地点（大

戸川） 

②下流地点（大戸川 

支川合流前） 

③下流地点（大戸川 

瀬田川合流前） 

④合流地点（瀬田川） 

(4)予測対象時期等 

試験湛水の時期とす

る。 

水温に係る工事

の実施による環境

影響に関し、事業者

により実行可能な

範囲内（工法の検

討、環境保全設備の

設置等）でできる限

り回避され、又は低

減されているか、必

要に応じその他の

方法により環境の

保全についての配

慮が適正になされ

ているかどうかを

検討することによ

る。 

影響要因は試験

湛水の実施である。

これによる環境影

響については、省令

別表第二に掲げら

れている参考手法

により調査及び予

測が可能であるこ

とから、調査及び予

測の手法は、当該参

考手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は水温及びその調

査時の流量の状況を適切かつ

効果的に把握できる地点とし

て、「土砂による水の濁り」にお

ける「工事の実施 (ダムの堤体

の工事、施工設備及び工事用道

路の設置の工事、道路の付替の

工事をいう。)」の「(1)濁度又

は浮遊物質量及びその調査時

における流量の状況」と同様と

する。 

非出水時の現地調査の

調査期間は令和4年～5年

とし、調査時期は通年(月1

回)とする。また、出水時の

現地調査の調査期間は令

和5年～令和6年とし、調査

時期は出水時とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 「土砂による水の濁り」にお

ける「工事の実施(試験湛水の

実施をいう。)」の「(2)気象の

状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」

における「工事の実施(試

験湛水の実施をいう。)」の

「(2)気象の状況」と同様

とする。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

富

栄

養

化 

 

 (1)富栄養化

に係る事

項及びそ

の調査時

における

流量の状

況 

富栄養化に係る河川の各水質と流量

の関係を把握するため、下欄の事項を 

調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示 

す。 

 

1) 窒素化合物、燐化合物、溶存酸素量、

生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的

酸素要求量(COD)、クロロフィルａ、

浮遊物質量、濁度、粒度分布 

2)流量 

現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は採水、分析又は観測による。 

 

(2)気象の状

況 

試験湛水に伴う貯水により、ダム洪

水調節地の水質は気象の影響を受ける

ため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工

事の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(2)気象の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における

「工事の実施(試験湛水の実施をい

う。)」の「(2)気象の状況」と同様と

する。 

 

(3)水温の状

況 

試験湛水に伴う貯水により、ダム洪

水調節地の水質は水温の影響を受ける

ため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工事

の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(3)水温の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における「工

事の実施(試験湛水の実施をいう。)」

の「(3)水温の状況」と同様とする。 

 

工
事
の
実
施 

試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(6/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

ダム洪水調節地水質予

測計算（鉛直二次元モデ

ル）及び流下過程での希

釈等を考慮した河川水質

予測計算とする。なお、

ダム洪水調節地における

予測は窒素化合物、リン

化合物、化学的酸素要求

量(COD)、クロロフィル

ａ、河川における予測は

BODについて行う。 

(2)予測地域 

流域の特性及び富栄養

化に係る事項の変化の特

性を踏まえて富栄養化に

係る環境影響を受けるお

それがあると認められる

地域とする。 

(3)予測地点 

富栄養化に係る環境影

響を的確に把握できる地

点として、以下に示す地

点とする。 

①ダムサイト地点（大

戸川） 

②下流地点（大戸川 

支川合流前） 

③下流地点（大戸川 

瀬田川合流前） 

④合流地点（瀬田川） 

(4)予測対象時期等 

試験湛水の時期とする 

富栄養化に係る

工事の実施による

環境影響に関し、事

業者により実行可

能な範囲内（工法の

検討、環境保全設備

の設置等）でできる

限り回避され、又は

低減されているか、

必要に応じその他

の方法により環境

の保全についての

配慮が適正になさ

れているかどうか

を検討するととも

に、「環境基本法」

（平成5年法律第91

号）に定める「水質

汚濁に係る環境基

準」（昭和46年環境

庁告示第59号）と調

査及び予測の結果

との間に整合が図

られているかどう

かを検討すること

による。 

影響要因は試験

湛水の実施である。

これによる環境影

響については、省令

別表第二に掲げら

れている参考手法

により調査及び予

測が可能であるこ

とから、調査及び予

測の手法は、当該参

考手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は富栄養化に係る

事項及びその調査時における

流量の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点として、「土

砂による水の濁り」における

「工事の実施(ダムの堤体の工

事、施工設備及び工事用道路の

設置の工事、道路の付替の工事

をいう。)」の「(1)濁度又は浮

遊物質量及びその調査時にお

ける流量の状況」と同様とす

る。 

非出水時の現地調査の

調査期間は令和4年～5年

とし、調査時期は通年(月1

回)とする。また、出水時の

現地調査の調査期間は令

和5年～令和6年とし、調査

時期は出水時とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 「土砂による水の濁り」にお

ける「工事の実施(試験湛水の

実施をいう。)」の「(2)気象の

状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」

における「工事の実施(試

験湛水の実施をいう。)」の

「(2)気象の状況」と同様

とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は富栄養化に係る

事項及びその調査時における

流量の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点として、「土

砂による水の濁り」における

「工事の実施(ダムの堤体の工

事、施工設備及び工事用道路の

設置の工事、道路の付替の工事

をいう。)」の「(1)濁度又は浮

遊物質量及びその調査時にお

ける流量の状況」と同様とする 

「土砂による水の濁り」

における「工事の実施(試

験湛水の実施をいう。)」の

「(3)水温の状況」と同様

とする。 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

溶 

存 

酸 

素 

量 

 (1)溶存酸素

量の状況 

ダム洪水調節地の上流の溶存酸素量

を把握するため、下欄の事項を調査す

る。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)溶存酸素量 現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は採水、分析又は観測による。 

 

(2)水温の状

況 

溶存酸素量は水温の影響を受けるた

め、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

「土砂による水の濁り」における「工

事の実施(試験湛水の実施をいう。)」の

「(3)水温の状況」と同様とする。 

「土砂による水の濁り」における

「工事の実施(試験湛水の実施をい

う。)」の「(3)水温の状況」と同様 

とする。 

 

工
事
の
実
施 

試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(7/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

(1)予測の基本的 

な手法 

ダム洪水調節地

水質予測計算(鉛直

二次元モデル)とす

る。なお、ダム洪水

調節地における水

質予測は、「富栄養

化」における「工事

の実施(試験湛水の

実施をいう。)」とあ

わせて行う。 

(2)予測地域 

流域の特性及び

溶存酸素量の変化

の特性を踏まえて

溶存酸素量に係る

環境影響を受ける

おそれがあると認

められる地域とす

る。 

(3)予測地点 

溶存酸素量に係

る環境影響を的確

に把握できる地点

として、以下に示す

地点とする。 

①ダムサイト地

点（大戸川） 

(4)予測対象時期等 

試験湛水の時期

とする。 

溶存酸素量に係

る工事の実施によ

る環境影響に関し、

事業者により実行

可能な範囲内（工法

の検討、環境保全設

備の設置等）ででき

る限り回避され、又

は低減されている

か、必要に応じその

他の方法により環

境の保全について

の配慮が適正にな

されているかどう

かを検討するとと

もに、「環境基本法」

（平成5年法律第91

号）に定める「水質

汚濁に係る環境基

準」（昭和46年環境

庁告示第59号）と調

査及び予測の結果

との間に整合が図

られているかどう

かを検討すること

による。 

影響要因は試験

湛水の実施である。

これによる環境影

響については、省令

別表第二に掲げら

れている参考手法

により調査及び予

測が可能であるこ

とから、調査及び予

測の手法は、当該参

考手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は溶存酸素量の状

況を適切かつ効果的に把握で

きる地点として「土砂による水

の濁り」における「工事の実施

(ダムの堤体の工事、施工設備

及び工事用道路の設置の工事、

道路の付替の工事をいう。)」の

「(1)濁度又は浮遊物質量及び

その調査時における流量の状

況」と同様とする。 

現地調査の調査期間は、令和4年～

5年とし、調査時期は通年(月1回)、非

出水時とする。 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、調査地点は水温の状況を適

切かつ効果的に把握できる地

点として、「土砂による水の濁

り」における「工事の実施(ダム

の堤体の工事、施工設備及び工

事用道路の設置の工事、道路の

付替の工事をいう。)」の「(1)

濁度又は浮遊物質量及びその

調査時における流量の状況」と

同様とする。 

現地調査の調査期間及び調査時期

は、「(1)溶存酸素量の状況」と同様と

する 
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(4.2.1.2 水環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

水

環

境 

水

質 

水 

素 

イ 

オ 

ン 

濃 

度 

 (1)水素イオ

ン濃度及

びその調

査時にお

ける流量

の状況 

河川の水素イオン濃度と流量の関係

を把握するため、下欄の事項を調査す

る。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)水素イオン濃度 

2)流量 

現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。現地

調査は採水、分析又は観測による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
を
い
う
。 
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(8/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等*1 

 具体的な調査地域及び調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

1)予測の基本的な 

手法 

事例の引用又は

河川水と工事区域

からの排水との混

合計算とする。 

(2)予測地域 

流域の特性及び

水素イオン濃度の

変化の特性を踏ま

えて水素イオン濃

度に係る環境影響

を受けるおそれが

あると認められる

地域とする。 

(3)予測地点 

水素イオン濃度

に係る環境影響を

的確に把握できる

地点として、以下に

示す地点とする。 

①ダムサイト直

下地点（大戸

川） 

②下流地点（大戸

川  支川合流

前） 

③下流地点（大戸

川 瀬田川合流

前） 

④合流地点（瀬田

川） 

(4)予測対象時期等 

工事の実施に伴

う水素イオン濃度

に係る環境影響が

最大となる時期と

する。 

水素イオン濃度

に係る工事の実施

による環境影響に

関し、事業者により

実行可能な範囲内

（環境保全設備の

設置等）でできる限

り回避され、又は低

減されているか、必

要に応じその他の

方法により環境の

保全についての配

慮が適正になされ

ているかどうかを

検討するとともに、

「環境基本法」（平

成5年法律第91号）

に定める「水質汚濁

に係る環境基準」

（昭和46年環境庁

告示第59号）、「水質

汚濁防止法」（昭和

45 年法律第138号）

及び滋賀県におけ

る「水質汚濁防止法

第3条第3項の規定

に基づき排水基準

を定める条例」（昭

和47年滋賀県条例

第58号）に定める基

準と調査及び予測

の結果との間に整

合が図られている

かどうかを検討す

ることによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事である。これに

よる環境影響につ

いては、省令別表第

二に掲げられてい

る参考手法により

調査及び予測が可

能であることから、

調査及び予測の手

法は、当該参考手法

を選定する。 

また、評価の手法 

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域並

びにその区域の上流及び下流

の河川（瀬田川合流点まで）と

し、工事実施箇所の下流におけ

る水素イオン濃度及びその調

査時における流量の状況を適

切かつ効果的に把握する地点

として「土砂による水の濁り」

における「工事の実施(ダムの

堤体の工事、施工設備及び工事

用道路の設置の工事、道路の付

替の工事をいう。)」の「(1)濁

度又は浮遊物質量及びその調

査時における流量の状況」と同

様とする。 

現地調査の調査期間は、令和4年～

5年とし、調査時期は通年(月1回)、非

出水時とする。 
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4.2.1.3 土壌に係る環境その他の環境 

土壌に係る環境その他の環境についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ペー

ジ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.1.3 土壌に係る環境その他の環境)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

土

壌

に

係

る

環

境

そ

の

他

の

環

境 

地

形

及

び

地

質 

重

要

な

地

形

及

び

地

質 

 (1)地形及び

地質の概

況 

地形及び地質の概況を把握するた

め、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)地形及び地質の概況 文献その他の資料による情報の収

集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

(2)重要な地

形及び地

質の分布、

状態及び

特性 

重要な地形及び地質の分布、状態及

び特性を把握するため、下欄の事項を

調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)重要な地形及び地質の分布 

2)重要な地形及び地質の状態 

3)重要な地形及び地質の特性 

文献その他の資料による情報の収

集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用
及

び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(1/1) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査地点

を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

(1)予測の基本的な 

手法 

重要な地形及び

地質の確認地点と

工事の計画の重ね

合わせによる改変

の程度の把握によ

り影響を予測する。 

(2)予測地域 

地形及び地質の

特性を踏まえて重

要な地形及び地質

に係る環境影響を

受けるおそれがあ

ると認められる地

域とする。 

(3)予測対象時期等 

土地又は工作物

の存在及び供用に

伴う重要な地形及

び地質に係る環境

影響を的確に把握

できる時期とする。 

重要な地形及び

地質に係る土地又

は工作物の存在及

び供用による環境

影響に関し、事業者

により実行可能な

範囲内でできる限

り回避され、又は低

減されているか、必

要に応じてその他

の方法により環境

の保全についての

配慮が適正になさ

れているかどうか

を検討することに

よる。 

調査地域におい

て既往の調査が十

分に行われており、

重要な地形及び地

質に係る予測及び

評価において必要

とされる情報が、簡

易な方法で収集で

きることが明らか

であることから、省

令に掲げられてい

る調査の基本的な

手法のうち「現地調

査による情報の収

集」を簡略化する。

影響要因としては、

省令別表第一に掲

げられている一般

的なダム事業に伴

うダムの堤体の存

在等のうち、貯水池

の存在がダム洪水

調節地の存在に置

き換わったもので

ある。これによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域及

びその周辺の区域(事業実施区

域から約500mの範囲をいう。以

下「4.2.1.3 土壌に係る環境そ

の他の環境」において同じ。) 

文献その他の資料によるため特に

限定しない。 

 具体的な調査地域・調査地点

を下欄に示す 

具体的な調査期間等を下欄に示

す。 

 調査地域は事業実施区域及

びその周辺の区域とし、調査地

点は以下に示す重要な地形及

び地質の状況を適切かつ効果

的に把握できる地点とする。 

①田上山花崗岩とペグマタ

イト 

文献その他の資料によるため特に

限定しない。 
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4.2.2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

4.2.2.1 動物 

動物についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (1) 脊 椎 動

物、昆虫類

その他主

な動物に

係る動物

相の状況 

脊椎動物、昆虫類その他主な動物に

係る動物相の状況を把握するため、下

欄の事項を調査する。 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

具体的な調査の手法を項目毎に下欄

に示す 

 

1)哺乳類:哺乳類相 現地調査は目撃及びフィールドサ

イン法、トラップ法、コウモリ類調査

による。 

 

2)鳥類:鳥類相 現地調査は直接観察、ラインセンサ

ス法、定点観察法、無人カメラ撮影、

夜間調査による。 

 

3)爬虫類：爬虫類相 現地調査は直接観察による。  

4)両生類：両生類相 現地調査は直接観察（鳴き声による

確認含む）による。 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道

路
の
設
置
の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試
験
湛

水
の
実
施
を
い
う
。 
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(1/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 動物の生態の特性を踏

まえ、動物相の状況を適

切かつ効果的に把握でき

る調査地域・調査地点と

する。 

具体的な調査地域・調

査地点等を項目毎に下欄

に示す。 

動物の生態の特性を踏ま

え、動物相の状況を適切かつ

効果的に把握できる調査期

間等とする。 

具体的な調査期間等を項

目毎に下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

①直接改変 

直接改変が重要な種の生息環境

及び注目すべき生息地に及ぼす影

響について、重要な種の確認地点

及び生息環境並びに注目すべき生

息地と工事計画との重ね合わせに

より予測する。 

②ダム洪水調節地の環境 

・試験湛水に伴う一定期間の冠水 

ダム洪水調節地内の冠水日数を

整理し、植生図と重ね合わせるこ

とで植生の変化の程度を把握し、

植生の変化による重要な種の生息

環境及び注目すべき生息地への影

響を予測する。 

③直接改変等以外 

・改変区域付近の環境の変化 

樹林の伐開等に伴う周辺樹林環

境の変化(林縁環境への変化、林床

の乾燥化)が、移動能力の小さい重

要な種の生息環境及び注目すべき

生息地に及ぼす影響について、工

事計画と当該種の生息環境及び注

目すべき生息地との重ね合わせに

より予測する。 

・建設機械の稼働に伴う騒音等 

建設機械の稼働等に伴う騒音の

発生等が、哺乳類及び鳥類の重要

な種の生息環境及び注目すべき生

息地に及ぼす影響について、工事

計画と当該種の生息環境及び注目

すべき生息地との重ね合わせによ

り予測する。 

・水質の変化 

工事の実施(試験湛水含む)に伴

う水質の変化が、生活史の全て又

は一部を水域に依存する重要な種

の生息環境及び注目すべき生息地

に及ぼす影響について、水質予測

結果に基づき予測する。 

・河川の連続性の変化 

工事中の河道の一時的な付替え

による河川の連続性の変化が、生

活史の全て又は一部を水域に依存

する重要な種の生息環境及び注目

すべき生息地に及ぼす影響につい

て、工事計画と当該種の生息環境

及び注目すべき生息地に基づき予

測する。 

(2)予測地域 

調査地域のうち、動物の生息の

特性を踏まえて重要な種及び注目

すべき生息地に係る環境影響を受

けるおそれがあると認められる地

域とする。 

(3)予測対象時期等 

動物の生息の特性を踏まえて、

重要な種及び注目すべき生息地に

係る工事期間の環境影響を的確に

把握できる時期とする。 

重要な種及び注

目すべき生息地に

係る工事の実施に

よる環境影響に関

し、事業者により

実行可能な範囲内

でできる限り回避

され、又は低減さ

れているか、必要

に応じその他の方

法により環境の保

全についての配慮

が適正になされて

いるかどうかを検

討することによ

る。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等の他に試湛

水の実施が加わっ

たものである。 

これによる環境影

響については、省令

別表第二に掲げら

れている参考手法

により調査及び予

測が可能であるこ

とから、調査及び予

測の手法は、当該参

考手法を選定した。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定した。 

 調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域

(事業実施区域から約

500mの範囲をいう。以下

「4.2.2.1動物」について

同じ。)とする。 

調査地点は、哺乳類相

の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点及び経

路とする。 

現地調査の調査期間は、令

和5年とし、調査時期は生態

を考慮し春季、夏季、秋季及

び冬季とする。 

 調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域

とする。 

調査地点は、鳥類相の

状況を適切かつ効果的に

把握できる地点及び経路

とする。 

現地調査の調査期間は、令

和5年～6年とし、調査時期は

生態を考慮し春季、夏季、秋

季及び冬季とする。 

 調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域

とする。 

調査地点は、爬虫類相

の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点及び経

路とする。 

現地調査の調査期間は、令

和5年とし、調査時期は生態

を考慮し早春季、春季、夏季

及び秋季とする。 

 調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域

とする。 

調査地点は、両生類相

の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点及び経

路とする。 

現地調査の調査期間は令

和5年とし、調査時期は生態

を考慮し早春季、春季、夏季

及び秋季とする。 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (1) 脊 椎 動

物、昆虫類

その他主

な動物に

係る動物

相の状況 

5)魚類:魚類相 現地調査は直接観察及び採集、潜水

目視調査による。 

 

6)昆虫類:昆虫類相 現地調査は直接観察及び採取（見つ

け採り法、スウィーピング法、ビーテ

ィング法）、トラップ調査（ライトトラ

ップ、ベイトトラップ）、ホタル類調査

による。 

 

7)底生動物:底生動物相 現地調査は定量採集、定性採集によ

る。 

 

8)陸産貝類：陸産貝類相 現地調査は直接観察および採集に

よる。 

 

 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用

道
路
の
設
置
の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試

験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(2/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域並びに下

流の瀬田川合流点付近までの

区間とする。 

調査地点は、魚類相の状況

を適切かつ効果的に把握でき

る地点とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し春季、夏季及び秋季とする。 

(前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、昆虫類相の状

況を適切かつ効果的に把握で

きる地点及び経路とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し春季、初夏季、夏季及び秋季

とする。 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域並びに下

流の瀬田川合流点付近までの

区間とする。 

調査地点は、底生動物相の

状況を適切かつ効果的に把握

できる地点とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し春季、夏季及び冬季とする。 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、陸産貝類相の

状況を適切かつ効果的に把握

できる地点及び経路とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し初夏季及び冬季とする。 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (2)動物の重

要な種の

分布、生息

の状況及

び生息環

境の状況 

「2.1.5.1 動物」により抽出されてい

る重要な種の分布等を把握するため、下

欄の事項を調査する。 

なお、新たに重要な種の生息が確認され

た場合には、その分布等を調査する。 

文献その他の資料により生態等に

関する情報を整理するとともに、現

地調査の情報により分布、生息の状

況及び生息環境の状況の整理及び解

析とする。また、必要に応じて聴取に

より情報を補う。 

具体的な調査の手法は「(1)脊椎動

物、昆虫類その他主な動物に係る動

物相の状況」の調査の手法及び項目

毎に下欄に示す調査の手法とする。 

 

1)哺乳類(33種):分布、生息の状況及び生

息環境の状況 
シントウトガリネズミ（シントウトガリネズミ）、ジ

ネズミ、カワネズミ、ミズラモグラ、アズマモグラ、

モグラ属、コキクガシラコウモリ、キクガシラコウモ

リ、カグヤコウモリ、モモジロコウモリ、クロホオヒ

ゲコウモリ、モリアブラコウモリ、ヤマコウモリ、ヒ

ナコウモリ、ニホンウサギコウモリ、ユビナガコウモ

リ、コテングコウモリ、テングコウモリ、ヒナコウモ

リ科、オヒキコウモリ、コウモリ目(A) 、コウモリ目、

ニホンザル、ノウサギ、ニホンリス、ニホンモモンガ、

ムササビ、リス科、ヤマネ、スミスネズミ、ハタネズ

ミ、ヒメネズミ、カヤネズミ、ツキノワグマ、オオカ

ミ、アナグマ、カワウソ、カモシカ 

現地調査は目撃及びフィールドサ

イン法、トラップ法、コウモリ類調査

による。 

 

2)鳥類(151種):分布、生息の状況及び生

息環境の状況 

(猛禽類の重要な種) 
ミサゴ、ハチクマ、オジロワシ、オオワシ、チュウ

ヒ、ハイイロチュウヒ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、

サシバ、ノスリ、イヌワシ、クマタカ、チョウゲンボ

ウ、コチョウゲンボウ、ハヤブサ 

(その他の鳥類の重要な種) 
ヤマドリ、ヒシクイ、マガン、コハクチョウ、オオ

ハクチョウ、オシドリ、ヨシガモ、アメリカヒドリ、

マガモ、シマアジ、トモエガモ、ホオジロガモ、ミコ

アイサ、カワアイサ、ウミアイサ、カイツブリ、カン

ムリカイツブリ、アオバト、コウノトリ、サンカノゴ

イ、ヨシゴイ、ミゾゴイ、ゴイサギ、ササゴイ、アマ

サギ、チュウサギ、コサギ、クイナ、ヒクイナ、バン、

オオバン、ジュウイチ、ホトトギス、ツツドリ、カッ

コウ、ヨタカ、ハリオアマツバメ、タゲリ、ケリ、ダ

イゼン、イカルチドリ、コチドリ、シロチドリ、メダ

イチドリ、セイタカシギ、ヤマシギ、アオシギ、オオ

ジシギ、チュウジシギ、タシギ、オグロシギ、オオソ

リハシシギ、チュウシャクシギ、ダイシャクシギ、ホ

ウロクシギ、ツルシギ、コアオアシシギ、アオアシシ

ギ、クサシギ、タカブシギ、キアシシギ、ソリハシシ

ギ、イソシギ、キョウジョシギ、オバシギ、トウネン、

オジロトウネン、ヒバリシギ、ウズラシギ、エリマキ

シギ、タマシギ、ツバメチドリ、コアジサシ、オオコ

ノハズク、コノハズク、フクロウ、アオバズク、トラ

フズク、コミミズク、アカショウビン、カワセミ、ヤ

マセミ、ブッポウソウ、アリスイ、オオアカゲラ、ア

カゲラ、アオゲラ、ヤイロチョウ、サンショウクイ、

サンコウチョウ、キクイタダキ、ツリスガラ、コシア

カツバメ、ヤブサメ、メボソムシクイ上種、エゾムシ

クイ、センダイムシクイ、オオヨシキリ、コヨシキリ、

セッカ、キレンジャク、ヒレンジャク、ゴジュウカラ、

キバシリ、ミソサザイ、コムクドリ、カワガラス、マ

ミジロ、トラツグミ、クロツグミ、コマドリ、コルリ、

ルリビタキ、ノビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ、

キビタキ、オオルリ、イワヒバリ、カヤクグリ、ニュ

ウナイスズメ、ビンズイ、タヒバリ、ハギマシコ、ベ

ニマシコ、オオマシコ、イスカ、ウソ、シメ、ホオア

カ、ミヤマホオジロ、ノジコ、アオジ、クロジ、オオ

ジュリン 

猛禽類の重要な種に関する現地調

査は定点観察法による。 

 

 

ヤマセミ、カワセミ、カワガラスに

関する現地調査は、ラインセンサス

法、任意観察による。 

 

 

その他の鳥類の重要な種に関する

現地調査は直接観察、ラインセンサ

ス法、定点観察法、無人カメラ撮影、

夜間調査による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 
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(3/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等*1 

 現地調査の調査地域・調査

地点は「(1) 脊椎動物、昆虫

類その他主な動物に係る動物

相の状況」の調査地域・調査

地点及び下欄に示す調査地

域・調査地点とする。 

現地調査の調査期間等は

「(1)脊椎動物、昆虫類その他

主な動物に係る動物相の状況」

の調査期間等及び下欄に示す

調査期間等とする。 

(前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

 

現地調査の調査期間は、令和

5年～6年とし、調査時期は生態

を考慮し春季、夏季、秋季及び

冬季とする。 

 猛禽類の重要な種に関する

調査地域は、事業実施区域及

びその周辺の区域とし、猛禽

類の広い行動圏を考慮し、出

現状況等に応じて適宜拡張し

た。 

調査地点は、重要な種の生

息の状況、地形の状況、視野

範囲等を考慮し、重要な種の

分布、生息の状況及び生息環

境の状況を適切かつ効果的に

把握できる地点及び経路とす

る。 

猛禽類の重要な種に関する

現地調査の調査期間は、平成31

年～令和元年、令和5年とし、調

査時期は生態を考慮し2月～8

月とする。 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とし、ヤ

マセミ、カワセミ、カワガラ

スの生態を考慮し、出現状況

等に応じて適宜拡張した。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期間は、令和

4年～5年とし、調査時期は生態

を考慮し令和4年12月～令和5

年5月とする。 

 その他の鳥類の重要な種に

関する調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域とす

る。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期間は、令和

5年～6年とし、調査時期は生態

を考慮し春季、夏季、秋季及び

冬季とする。 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (2)動物の重

要な種の

分布、生息

の状況及

び生息環

境の状況 

3)爬虫類(10種):分布、生息の状況及び生

息環境の状況 
ニホンイシガメ、ニホンスッポン、ニホントカゲ、

ヒガシニホントカゲ、トカゲ属※1、タカチホヘビ、ジム

グリ、シロマダラ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマ

ムシ 

※1 重要種の可能性が考えられる種 

現地調査は直接観察による。 

 

 

4)両生類(20種):分布、生息の状況及び生

息環境の状況 
ヒダサンショウウオ、ヤマトサンショウウオ、マホ

ロバサンショウウオ、ハコネサンショウウオ、オオサ

ンショウウオ、アカハライモリ、ニホンヒキガエル、

アズマヒキガエル、ナガレヒキガエル、ヒキガエル属、

タゴガエル、ナガレタゴガエル、ニホンアカガエル、

ヤマアカガエル、アカガエル属、トノサマガエル、ナ

ゴヤダルマガエル、ツチガエル、ヌマガエル、シュレ

ーゲルアオガエル、モリアオガエル、カジカガエル 

 

現地調査は直接観察（鳴き声によ

る確認含む）による。 

 

 

5)魚類(60種):分布、生息の状況及び生息

環境の状況 
スナヤツメ類※1、ニホンウナギ、コイ（野生型）、ゲ

ンゴロウブナ、ニゴロブナ、ギンブナ、フナ属、ヤリ

タナゴ、アブラボテ、カネヒラ、イチモンジタナゴ、

イタセンパラ、シロヒレタビラ、タナゴ属、ニッポン

バラタナゴ、ワタカ、カワバタモロコ、ハス、ヌマム

ツ、カワムツ属、アブラハヤ、タカハヤ、アブラハヤ

属、ウグイ、モツゴ、アブラヒガイ、ビワヒガイ、ヒ

ガイ属、ムギツク、ホンモロコ、ゼゼラ、ヨドゼゼラ、

ナガレカマツカ、カマツカ属、ズナガニゴイ、コウラ

イニゴイ、ニゴイ類、イトモロコ、デメモロコ、スゴ

モロコ、ドジョウ、ニシシマドジョウ、シマドジョウ

種群、ビワコガタスジシマドジョウ、オオガタスジシ

マドジョウ、シマドジョウ属、アジメドジョウ、ホト

ケドジョウ、ナガレホトケドジョウ、アユモドキ、ギ

ギ、イワトコナマズ、ビワコオオナマズ、ナマズ、ア

カザ、アユ、ヤマトイワナ、ニッコウイワナ、サクラ

マス（ヤマメ）、サツキマス（アマゴ）、ビワマス、ハ

リヨ、ミナミメダカ、メダカ類、カジカ、ウツセミカ

ジカ（琵琶湖型）、ドンコ、カワヨシノボリ、ビワヨシ

ノボリ、ヨシノボリ属、イサザ 

現地調査は直接観察及び採集、潜

水目視調査、聞き取り調査、食み跡調

査による。 

 

 

6)昆虫類(421種):分布、生息の状況及び

生息環境の状況 
スズカホラズミトビムシ、ホラズミトビムシ、サメ

シロイボトビムシ、トゲユウレイトビムシ、アカツキ

シロカゲロウ、ビワコシロカゲロウ、オオシロカゲロ

ウ、コバネアオイトトンボ、アオイトトンボ、オツネ

ントンボ、キイトトンボ、ベニイトトンボ、モートン

イトトンボ、オオイトトンボ、モノサシトンボ、グン

バイトンボ、アオハダトンボ、ネアカヨシヤンマ、ア

オヤンマ、オオルリボシヤンマ、ルリボシヤンマ、カ

トリヤンマ、サラサヤンマ、ミヤマサナエ、キイロサ

ナエ、ヒラサナエ、アオサナエ、ホンサナエ、ヒメサ

ナエ、オオサカサナエ、メガネサナエ、タベサナエ、

フタスジサナエ、コサナエ、オグマサナエ、トラフト

ンボ、キイロヤマトンボ、ハネビロエゾトンボ、エゾ

トンボ、ベッコウトンボ、ヨツボシトンボ、ハッチョ

ウトンボ、コノシメトンボ、キトンボ、ナツアカネ、

マユタテアカネ、ナニワトンボ、マイコアカネ、マダ

ラナニワトンボ、ヒメアカネ、ミヤマアカネ、オオキ

トンボ、サツマヒメカマキリ、ウスバカマキリ、カワ

イオナシカワゲラ、コカワゲラ、ヒトホシクラカケカ

ワゲラ、フライソンアミメカワゲラ、スズカクチキウ

マ、Anoplophilus属、イセカマドウマ、ヘリグロツユ

ムシ、コバネササキリ、ハタケノウマオイ、スズカサ

サキリモドキ、ヒサゴクサキリ、クチキコオロギ、カ

ヤコオロギ、ヒメコオロギ、エゾエンマコオロギ本土

亜種、ナツノツヅレサセコオロギ、ハマスズ、カワラ

スズ、カワラバッタ、ヒメフキバッタ、ハウチワウン

カ、コエゾゼミ、アカエゾゼミ、ヒメハルゼミ、ハル

ゼミ、エゾハルゼミ、フクロクヨコバイ、 

現地調査は直接観察及び採取（見

つけ採り法、スウィーピング法、ビー

ティング法）、トラップ調査（ライト

トラップ、ベイトトラップ）、ホタル

類調査による。 
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(4/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期間は、令和

5年とし、調査時期は生態を考

慮し早春季、春季、夏季及び秋

季とする。 

(前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し早春季、春季、夏季及び秋季

とする。 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域並びに下

流の瀬田川合流点付近までの

区間とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点とする。 

現地調査の調査期間は令和4

年および令和5年とし、調査時

期は生態を考慮し春季、夏季及

び秋季とする。なお、聞き取り

調査は令和4年冬季および令和

5年春季に実施した。 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し春季、初夏季、夏季及び秋季

とする。 
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(4.2.2.1 動物) 

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (2)動物の重

要な種の

分布、生息

の状況及

び生息環

境の状況 

エノキカイガラキジラミ、クロオビカイガラキジラミ、

セアカユミアシサシガメ、マルグンバイ、フトハサミ

ツノカメムシ、シロヘリツチカメムシ、オオキンカメ

ムシ、オオアメンボ、エサキアメンボ、ハネナシアメ

ンボ、イトアメンボ、オヨギカタビロアメンボ、トゲ

ミズギワカメムシ、ミゾナシミズムシ、ホッケミズム

シ、ナガミズムシ、ヒメコミズムシ、ハラグロコミズ

ムシ、ミヤケミズムシ、コオイムシ、オオコオイムシ、

タガメ、タイコウチ、ミズカマキリ、ヒメミズカマキ

リ、カワムラナベブタムシ、コバンムシ、ヒメマルミ

ズムシ、マルミズムシ、アサヒナクロスジヘビトンボ、

ヤマトセンブリ、ツノトンボ、キバネツノトンボ、オ

オツノトンボ、ヒメウスバカゲロウ、オオウスバカゲ

ロウ、ヒウラシリアゲ、シンテイトビケラ、シガイワ

トビケラ、オオナガレトビケラ、ビワコエグリトビケ

ラ、クチキトビケラ、ビワアシエダトビケラ、カタツ

ムリトビケラ、クマノカクツツトビケラ、クロスジヒ

ゲナガトビケラ、ビワセトトビケラ、ビワアオヒゲナ

ガトビケラ、モリクサツミトビケラ、ユウキクサツミ

トビケラ、ギンボシツツトビケラ、ウジヒメセトトビ

ケラ、エグリトビケラ、ババホタルトビケラ、イトウ

ホソバトビケラ、ヒトスジキソトビケラ、ムラサキト

ビケラ、アミメトビケラ、ツマグロトビケラ、モウセ

ンゴケトリバ、アオイラガ、ヤホシホソマダラ、キバ

ネセセリ、アオバセセリ本土亜種、ミヤマセセリ、ギ

ンイチモンジセセリ、ミヤマチャバネセセリ、オオチ

ャバネセセリ、スジグロチャバネセセリ北海道・本州・

九州亜種、ヘリグロチャバネセセリ、オナガシジミ、

キリシマミドリシジミ本州以南亜種、アイノミドリシ

ジミ、エゾミドリシジミ、ウラジロミドリシジミ、ミ

ヤマカラスシジミ、カラスシジミ、ウラクロシジミ、

ウラナミアカシジミ、ミドリシジミ、クロシジミ、ム

モンアカシジミ、キマダラルリツバメ、ゴイシシジミ、

ウラキンシジミ、シルビアシジミ、サカハチチョウ、

ウラギンスジヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモ

ン、スミナガシ本土亜種、ウラギンヒョウモン 、オ

オウラギンヒョウモン、ツマジロウラジャノメ本州亜

種、クロヒカゲモドキ、コジャノメ、クモガタヒョウ

モン、オオミスジ、ミスジチョウ、オオヒカゲ、オオ

ムラサキ、ウラナミジャノメ本土亜種、ジャコウアゲ

ハ本土亜種、ギフチョウ、ツマグロキチョウ、スジボ

ソヤマキチョウ、フチムラサキノメイガ、フトシロス

ジツトガ、ヒメギンスジツトガ、ミドロミズメイガ、

ギンモンミズメイガ、キタホシオビホソノメイガ、ヒ

メコミズメイガ、マドガ、ホシシャク、ヤマダカレハ、

オナガミズアオ本土亜種、ウスタビガ本土亜種、クロ

ウスタビガ、シンジュサン本州以西亜種、スキバホウ

ジャク、イブキスズメ、オオシモフリスズメ、スゲド

クガ、ガマヨトウ、ベニシタバ、ムラサキシタバ、ア

ミメキシタバ、ウスイロキシタバ、ジョナスキシタバ、

カバフキシタバ、フシキキシタバ、アサマキシタバ、

カギモンハナオイアツバ、キスジウスキヨトウ、キシ

タアツバ、ヤマトホソヤガ、オオチャバネヨトウ、ビ

ワヒゲユスリカ、キミドリユスリカ、アシマダラユス

リカ、Rhamphomyia (Calorhamphomyia) pretiosa、ケ

ンランアリノスアブ、オオヨツボシゴミムシ、クロカ

タビロオサムシ、アキオサムシ 、マヤサンオサムシ

信楽亜種、セアカオサムシ、コキベリアオゴミムシ、

オサムシモドキ、イシダメクラチビゴミムシ、キベリ

マルクビゴミムシ、クロケブカゴミムシ、オオヒョウ

タンゴミムシ、サメメクラチビゴミムシ、クビナガヨ

ツボシゴミムシ、カワラハンミョウ、アイヌハンミョ

ウ、ナミハンミョウ、チャイロマメゲンゴロウ、キボ

シケシゲンゴロウ、カンムリセスジゲンゴロウ、コセ

スジゲンゴロウ、ナチセスジゲンゴロウ、クロゲンゴ

ロウ、ゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、シャープゲ

ンゴロウモドキ、マルガタゲンゴロウ、シマゲンゴロ

ウ、オオイチモンジシマゲンゴロウ、スジゲンゴロウ、

マダラシマゲンゴロウ、コマルケシゲンゴロウ、オニ

ギリマルケシゲンゴロウ、ケシゲンゴロウ、キベリク

ロヒメゲンゴロウ、コウベツブゲンゴロウ、ルイスツ

ブゲンゴロウ、シャープツブゲンゴロウ、ニセコウベ

ツブゲンゴロウ、マルチビゲンゴロウ、ヒメシマチビ

ゲンゴロウ、ゴマダラチビゲンゴロウ、キベリマメゲ

ンゴロウ、コクロマメゲンゴロウ、オオミズスマシ、

コミズスマシ、ヒメミズスマシ、ミズスマシ、コオナ

ガミズスマシ、オナガミズスマシ、クロホシコガシラ

ミズムシ、キイロコガシラミズムシ、クビボソコガシ

ラミズムシ、ヒメコガシラミズムシ、マダラコガシラ

ミズムシ、ムツボシツヤコツブゲンゴロウ、エグリゴ

ミムシ、ホソセスジムシ、ナガヒラタムシ、 

(前ページに記載)  工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
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路
の
設
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の
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、
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(5/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 
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(4.2.2.1 動物) 

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (2)動物の重

要な種の

分布、生息

の状況及

び生息環

境の状況 

クロサワツブミズムシ、ミヤタケダルマガムシ、ホン

シュウセスジダルマガムシ、ナカネダルマガムシ、チ

ュウブホソガムシ、ヤマトホソガムシ、タマガムシ、

スジヒラタガムシ、コガムシ、エゾコガムシ、ガムシ、

コガタガムシ、シジミガムシ、ミユキシジミガムシ、

マルチビガムシ、オオヒゲブトチビシデムシ、ヤマト

ヒゲブトチビシデムシ、オオチビマルハナノミ、クチ

キクシヒゲムシ、ムネアカセンチコガネ、オオセンチ

コガネ 、オオクワガタ、アカマダラセンチコガネ、

アカマダラハナムグリ、オオフタホシマグソコガネ、

マルツヤマグソコガネ、クロツブマグソコガネ、ニッ

コウコエンマコガネ、トゲニセマグソコガネ、ダイコ

クコガネ、ミヤマダイコクコガネ、コカブトムシ 、

オオダイセマダラコガネ、ホソコハナムグリ、ツノコ

ガネ、コケシマグソコガネ、ヤマトエンマコガネ、マ

ルエンマコガネ、チドリムネミゾマグソコガネ、ジュ

ウシチホシハナムグリ、オオキイロコガネ、シラホシ

ハナムグリ 、キョウトアオハナムグリ、ミヤマオオ

ハナムグリ、セマルケシマグソコガネ、クロカナブン、

トラハナムグリ、ヘリトゲコブスジコガネ、チビコブ

スジコガネ、コブナシコブスジコガネ、アイヌコブス

ジコガネ、ヨコミゾドロムシ、クロサワドロムシ、オ

オムツボシタマムシ、タマムシ、ムネアカツヤケシコ

メツキ、スナサビキコリ、アカアシコハナコメツキ、

Yukikoa mizunoi、ヘイケボタル、ヒメボタル、ヤマト

ヒメメダカカッコウムシ、ハラグロオオテントウ、マ

クガタテントウ、ムナグロチャイロテントウ、コヒゲ

チビオオキノコムシ、セグロチビオオキノコムシ、オ

オキノコムシ、ムモンシリグロオオキノコムシ 、ト

モンチビオオキノコムシ、ムネアカナガクチキ、ミス

ジナガクチキ、ヒラズゲンセイ、ワモンオビハナノミ、

ヘリハネムシ、キアシアオハムシダマシ、キイアオハ

ムシダマシ、ヤマトオサムシダマシ、マルチビゴミム

シダマシ、オニツノゴミムシダマシ、ヒラタキノコゴ

ミムシダマシ、ルリキノコムシダマシ、マツシタトラ

カミキリ、ケブカマルクビカミキリ、タキグチモモブ

トホソカミキリ、ヒラヤマコブハナカミキリ、ヨコヤ

マトラカミキリ、ホシベニカミキリ、イッシキキモン

カミキリ、ヤマトキモンハナカミキリ、クビアカモモ

ブトホソカミキリ、クロオオハナカミキリ、マヤサン

コブヤハズカミキリ、クリイロシラホシカミキリ、ト

ガリバホソコバネカミキリ、ヒゲジロホソコバネカミ

キリ、セダカコブヤハズカミキリ、ヤマトヒメハナカ

ミキリ、ホンドヒメシラオビカミキリ、クスベニカミ

キリ、ヘリウスハナカミキリ、マルバネコブヒゲカミ

キリ、フタコブルリハナカミキリ、ヨツボシカミキリ、

コウヤホソハナカミキリ、クリチビカミキリ、トラフ

カミキリ、ズマルトラカミキリ、ヤノトラカミキリ、

ヤヒロミドリトビハムシ、キンイロネクイハムシ、ガ

ガブタネクイハムシ、ツヤネクイハムシ、キイロネク

イハムシ、ムツモンミツギリゾウムシ、タカハシトゲ

ゾウムシ、ヒサゴアナアキゾウムシ、ハバビロヒゲボ

ソゾウムシ、シラホシニセイネゾウムシ、ハナセヒラ

クチハバチ、イトウハバチ、ウマノオバチ、ミズバチ、

ケブカツヤオオアリ、トゲアリ、ヒメホソアシナガバ

チ、ヤマトアシナガバチ、モンスズメバチ、チャイロ

スズメバチ、ツヤクロスズメバチ、スギハラクモバチ、

ヘロスギングチ、ニッポンハナダカバチ、キアシハナ

ダカバチモドキ、キゴシジガバチ、ミヤママルハナバ

チ、クロマルハナバチ、ナミルリモンハナバチ、トモ

ンハナバチ 

(前ページに記載)  
工
事
の
実
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(6/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (2)動物の重

要な種の

分布、生息

の状況及

び生息環

境の状況 

7)底生動物(92種):分布、生息の状況及び

生息環境の状況 
ビワオオウズムシ、エビヤドリツノムシ、マルタニ

シ、オオタニシ、ナガタニシ、タテヒダカワニナ、イ

ボカワニナ、クロカワニナ、ハベカワニナ、クロダカ

ワニナ、モリカワニナ、ナカセコカワニナ、ヤマトカ

ワニナ、オオウラカワニナ、カゴメカワニナ、タテジ

ワカワニナ、シライシカワニナ、タケシマカワニナ、

サガノミジンツボ、コバヤシミジンツボ、マメタニシ、

ビワコミズシタダミ、ニホンミズシタダミ、モノアラ

ガイ、オウミガイ、カワネジガイ、ヒダリマキモノア

ラガイ、カワコザラガイ、ヒロクチヒラマキガイ、カ

ドヒラマキガイ、ヒラマキミズマイマイ、ヒラマキガ

イモドキ、フネドブガイ、タガイ、メンカラスガイ、

オバエボシガイ、オトコタテボシガイ、ニセマツカサ

ガイ、ササノハガイ、イシガイ、タテボシガイ、カタ

ハガイ、マツカサガイ広域分布種、マルドブガイ、ヌ

マガイ、オグラヌマガイ、イケチョウガイ、マシジミ、

セタシジミ、ミズウミマメシジミ、マメシジミ、カワ

ムラマメシジミ、ビワコドブシジミ、ドブシジミ、ビ

ワヨゴレイトミミズ、イカリビル、イボビル、ヒメカ

イエビ属、ビワカマカ、アナンデールヨコエビ、ナリ

タヨコエビ、ミナミヌマエビ、カワリヌマエビ属、ヌ

マエビ、サワガニ、モクズガニ、アオイトトンボ、ル

リボシヤンマ、カトリヤンマ、キイロサナエ、アオサ

ナエ、ホンサナエ、タベサナエ、コサナエ、キイロヤ

マトンボ、ハネビロエゾトンボ、マイコアカネ、オオ

アメンボ、コオイムシ、オオコオイムシ、タイコウチ、

ミズカマキリ、カタツムリトビケラ、ムラサキトビケ

ラ、アミメトビケラ、キボシケシゲンゴロウ、ミズス

マシ、コオナガミズスマシ、ヨコミゾドロムシ、ケス

ジドロムシ、ヘイケボタル、カンテンコケムシ、ヒメ

テンコケムシ、 

現地調査は定量採集、定性採集に

よる。 

 

9)陸産貝類(42種)：分布、生息の状況及

び生息環境の状況 
ヤマタニシ、ヤマクルマガイ、アズキガイ、ムシオ

イガイ類、イブキゴマガイ、ケシガイ類、イボイボナ

メクジ、クチマガリスナガイ、ナガナタネガイ、ナタ

ネキバサナギガイ、フトキセルガイモドキ、キセルガ

イモドキ、オオギセル、コンボウギセル、キョウトギ

セル、ツムガタギセル、ヤマコウラナメクジ、ヒラベ

ッコウガイ、ヒラベッコウ類、ヒゼンキビ、スジキビ、

カサネシタラガイ、ウメムラシタラガイ、ヒメカサキ

ビ、ケハダビロウドマイマイ、ビロウドマイマイ類、

ビロウドマイマイ属、コシタカコベソマイマイ、ニッ

ポンマイマイ、ニッポンマイマイ類、コベソマイマイ、

ヤマタカマイマイ、クチマガリマイマイ、コウベマイ

マイ、コオオベソマイマイ、チャイロオトメマイマイ

類、クチベニマイマイ、ギュリキマイマイ、ツルガマ

イマイ、ナミマイマイ、ニシキマイマイ、ミヤマヒダ

リマキマイマイ、クロイワマイマイ、マイマイ属、カ

タマメマイマイ、マメマイマイ類、タワラガイ 

現地調査は直接観察および採集に

よる。 
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(7/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域並びに下

流の瀬田川合流点付近までの

区間とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点とする。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し春季、夏季及び冬季とする。 

(前ページに記載) (前ページに記載) (前ページに記載) 

 調査地域は、事業実施区域

及びその周辺の区域とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生息の状況及び生息環境

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期間は令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し初夏季及び冬季とする。 
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(4.2.2.1 動物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

動

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

注 

目 

す 

べ 

き 

生 

息 

地 

 

 (1) 脊 椎 動

物、昆虫類

その他主

な動物に

係る動物

相の状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

(2)動物の重要 

な 種 の 分

布、生息の

状 況 及 び

生 息 環 境

の状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、 

ダ
ム
の
供
用
及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の 

存
在
を
い
う
。 



4-55 

(8/8) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 「工事の実施」と同様と

する。 

「工事の実施」と同様と

する。 

(1)予測の基本的な手法 

①直接改変 

「工事の実施」と同様とする。 

②ダム洪水調節地の環境 

・洪水調節に伴う一時的な冠水 

ダム洪水調節地内の冠水日数を整理

し、植生図と重ね合わせることで植生

の変化の程度を把握し、植生の変化に

よる重要な種の生息環境及び注目すべ

き生息地への影響を予測する。 

③直接改変等以外 

・土地又は工作物付近の環境の変化 

「工事の実施」と同様とする。 

・水質の変化 

供用に伴う水質の変化が、生活史の

全て又は一部を水域に依存する重要な

種の生息環境及び注目すべき生息地に

及ぼす影響について、水質予測結果に

基づき予測する。 

・流況の変化 

供用に伴う下流河川の河岸等の冠水

頻度の変化による河川植生の変化が、

当該環境を利用する重要な種の生息環

境及び注目すべき生息地に及ぼす影響

について、不等流計算に基づき予測す

る。 

・河床の変化 

供用に伴う下流河川の河床形状、河

床材料等の変化が、生活史の全て又は

一部を水域に依存する重要な種の生息

環境及び注目すべき生息地に及ぼす影

響について、一次元河床変動解析に基

づき予測する。 

・河川の連続性の変化 

横断構造物の出現による河川の連続

性の変化が、生活史の全て又は一部を

水域に依存する重要な種の生息環境及

び注目すべき生息地に及ぼす影響につ

いて、工事計画と当該種の生息環境及

び注目すべき生息地に基づき予測す

る。 

(2)予測地域 

「工事の実施」と同様とする。 

(3)予測対象時期等 

動物の生息の特性を踏まえて、重要

な種及び注目すべき生息地に係る環境

影響を的確に把握できる時期とする。 

重要な種及び注

目すべき生息地に

係る土地又は工作

物の存在及び供用

による環境影響に

関し、事業者によ

り実行可能な範囲

内でできる限り回

避され、又は低減

されているか、必

要に応じその他の

方法により環境の

保全についての配

慮が適正になされ

ているかどうかを

検討することによ

る。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

存在等のうち、貯水

池の存在がダム洪

水調節地の存在に

置き換わったもの

である。これによる

環境影響について

は、省令別表第二に

掲げられている参

考手法により調査

及び予測が可能で

あることから、調査

及び予測の手法は、

当該参考手法を選

定した。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定した。 

 「工事の実施」と同様と

する。 

「工事の実施」と同様と

する。 
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4.2.2.2 植物 

植物についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (1)種子植物

その他主

な植物に

係る植物

相及び植

生の状況 

種子植物その他主な植物に係る植物

相及び植生の状況を把握するため、下

欄の事項を調査する。 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

具体的な調査の手法を項目毎に下

欄に示す。 

 

1)シダ植物・種子植物:植物相及び植生 現地調査は直接観察、採取及びコド

ラート法による。 

 

2)付着藻類：付着藻類相 現地調査は採集による。  

3)蘚苔類：蘚苔類相 現地調査は直接観察および採取に

よる。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道

路
の
設
置
の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試
験
湛

水
の
実
施
を
い
う
。 
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(1/6) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等*1 

 植物の生態の特性を踏まえ、

植物相及び植生の状況を適切

かつ効果的に把握できる調査

地域・調査地点とする。 

具体的な調査地域・調査地点

を項目毎に下欄に示す。 

植物の生態の特性を踏まえ、

植物相及び植生の状況を適切

かつ効果的に把握できる調査

期間等とする。 

具体的な調査期間等を項目

毎に下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

①直接改変 

直接改変が重要な種及び

群落に及ぼす影響につい

て、重要な種及び群落の確

認地点と工事計画との重ね

合わせにより予測する。 

②ダム洪水調節地の環境 

・試験湛水に伴う一定期間

の冠水 

ダム洪水調節地内の冠水

日数を整理し、重要な種及

び群落に及ぼす影響を予測

する。 

③直接改変等以外 

・改変区域付近の環境の 

変化 

樹林の伐開等に伴う周辺

樹林環境の変化(林縁環境

への変化、林床の乾燥化)

が、重要な種及び群落に及

ぼす影響について、重要な

種及び群落の確認地点と工

事計画との重ね合わせによ

り予測する。 

・水質の変化 

工事の実施(試験湛水含

む)に伴う水質の変化が、水

域に生育する重要な種及び

群落に及ぼす影響につい

て、水質予測結果に基づき

予測する。 

(2)予測地域 

調査地域のうち、植物の

生育及び植生の特性を踏ま

えて重要な種及び群落に係

る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域と

する。 

(3)予測対象時期等 

植物の生育及び植生の特

性を踏まえて、重要な種及

び群落に係る工事期間の環

境影響を的確に把握できる

時期とする。 

重要な種及び群

落に係る工事の実

施による環境影響

に関し、事業者によ

り実行可能な範囲

内（工事の工程・工

法の検討、環境保全

設備の設置等）でで

きる限り回避され、

又は低減されてい

るか、必要に応じそ

の他の方法により

環境の保全につい

ての配慮が適正に

なされているかど

うかを検討するこ

とによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等の他に試験

湛水の実施が加わ

ったものである。こ

れによる環境影響

については、省令別

表第二に掲げられ

ている参考手法に

より調査及び予測

が可能であること

から、調査及び予測

の手法は、当該参考

手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 植物相の調査地域は、事業実

施区域及びその周辺の区域(事

業実施区域から約500mの範囲

をいう。以下「4.2.2.2植物」に

ついて同じ。)並びに下流の瀬

田川合流点付近までの区間と

する。 

植生の調査地域は、事業実施

区域及びその周辺の区域とす

る。 

調査地点は、植物相及び植生

の状況を適切かつ効果的に把

握できる地点及び経路とする。 

現地調査の調査期間は、令和

5年とし、調査時期は生態を考

慮し早春季、春季、夏季及び秋

季とする。 

 調査地域は、事業実施区域及

びその周辺の区域並びに下流

の瀬田川合流点付近までの区

間とする。 

調査地点は、付着藻類相の状

況を適切かつ効果的に把握で

きる地点及び経路とする。 

現地調査の調査期間は、令和

5年とし、調査時期は生態を考

慮し春季、夏季及び冬季とす

る。 

 調査地域は、事業実施区域及

びその周辺の区域並びに下流

の瀬田川合流点付近までの区

間とする。 

調査地点は、蘚苔類相の状況を

適切かつ効果的に把握できる

地点及び経路とする。 

現地調査の調査期間は、令和

5年とし、調査時期は生態を考

慮し夏季、秋季及び冬季とす

る。 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (2)植物の重

要な種及

び群落の

分布、生育

の状況及

び生育環

境の状況 

「2.1.5.2植物」により抽出されている

植物の重要な種の分布等を把握するた

め、下欄の事項を調査する。 

なお、新たに重要な種の生育が確認さ

れた場合には、その分布等を調査する。 

文献その他の資料により生態等に

関する情報を整理するとともに、現

地調査の情報により分布、生育の状

況及び生育環境の状況の整理及び解

析とする。また、必要に応じて聴取に

より情報を補う。 

具体的な調査の手法は「(1)種子植

物その他主な植物に係る植物相及び

植生の状況」の調査の手法及び下欄

に示す調査の手法とする。 

 

1)種子植物・シダ植物(714種):分布、生

育の状況及び生育環境の状況 
ヒメスギラン、ヤチスギラン、スギカズラ、イヌヤ

チスギラン、ヒモヅル、アスヒカズラ、スギラン、エ

ゾノヒメクラマゴケ、カタヒバ、イワヒバ、ミズニラ、

イヌスギナ、エゾフユノハナワラビ、アカハナワラビ、

ナガホノナツノハナワラビ、コヒロハハナヤスリ、コ

ハナヤスリ、ハマハナヤスリ、ヒロハハナヤスリ、マ

ツバラン、ヤマドリゼンマイ、オオコケシノブ、キヨ

スミコケシノブ、コケシノブ、デンジソウ、オオアカ

ウキクサ、アカウキクサ、サンショウモ、タカサゴキ

ジノオ、ヒメムカゴシダ、フジシダ、ハコネシダ、タ

キミシダ、ヒメミズワラビ、マツサカシダ、カミガモ

シダ、トキワトラノオ、オクタマシダ、クモノスシダ、

イチョウシダ、イワトラノオ、クルマシダ、ホウビシ

ダ、イワヤシダ、タチヒメワラビ、オオバショリマ、

フクロシダ、コモチシダ、テバコワラビ、ミヤコイヌ

ワラビ、ムクゲシケシダ、ウスバミヤマノコギリシダ、

ミドリカナワラビ、ヒロハヤブソテツ、シラネワラビ、

タカサゴシダ、ヌカイタチシダモドキ、ギフベニシダ、

キヨズミオオクジャク、ミヤマクマワラビ、イワイタ

チシダ、ホオノカワシダ、ナガサキシダ、タニヘゴ、

カタイノデ、アオネカズラ、ヤノネシダ、ホテイシダ、

クラガリシダ、サジラン、ヒメサジラン、オオクボシ

ダ、クリハラン、カラクサシダ、イワオモダカ、ビロ

ードシダ、タカノハウラボシ、ツガ、コウヤマキ、ミ

ヤマビャクシン、ジュンサイ、オニバス、コウホネ、

サイコクヒメコウホネ、ヒメコウホネ、ヒツジグサ、

フタバアオイ、コトウカンアオイ、スズカカンアオイ、

ウスバサイシン、ゼニバサイシン、コブシ、ヒトツバ

テンナンショウ、アシウテンナンショウ、ヒロハテン

ナンショウ、ウラシマソウ、オオハンゲ、ヒメザゼン

ソウ、ザゼンソウ、ハナゼキショウ、イワショウブ、

マルバオモダカ、アギナシ、マルミスブタ、スブタ、

ヤナギスブタ、クロモ、トチカガミ、ムサシモ、ヒロ

ハトリゲモ、イトトリゲモ、ホッスモ、イバラモ、ト

リゲモ、オオトリゲモ、ミズオオバコ、コウガイモ、

ネジレモ、セキショウモ、オオササエビモ、サンネン

モ、イトモ、エビモ、コバノヒルムシロ、ヒルムシロ、

ヒロハノセンニンモ、ガシャモク、オヒルムシロ、ヤ

ナギモ、ヒロハノエビモ、リュウノヒゲモ、キンコウ

カ、ヒナノシャクジョウ、シロシャクジョウ、ホンゴ

ウソウ、シライトソウ、エンレイソウ、バイケイソウ、

シュロソウ、アオヤギソウ、オオシュロソウ、マルバ

サンキライ、カタクリ、ミノコバイモ、キバナノアマ

ナ、ヤマユリ、ササユリ、ホソバノアマナ、タマガワ

ホトトギス、ヤマホトトギス、アマナ、ヒロハノアマ

ナ、ヒナラン、シラン、マメヅタラン、ムギラン、キ

エビネ、エビネ、キンセイラン、ナツエビネ、サルメ

ンエビネ、エビネ属、ギンラン、ユウシュンラン、キ

ンラン、ササバギンラン、モイワラン、トケンラン、

サイハイラン、マヤラン、クマガイソウ、イチヨウラ

ン、セッコク、サワラン、アオスズラン、タシロラン、

マツラン、アキザキヤツシロラン、オニノヤガラ、ク

ロヤツシロラン、アケボノシュスラン、ツリシュスラ

ン、シュスラン、ムカゴトンボ、ミズトンボ、ムカゴ

ソウ、ムヨウラン、ホクリクムヨウラン、エンシュウ

ムヨウラン、セイタカスズムシソウ、ジガバチソウ、

クモキリソウ、スズムシソウ、フウラン、ノビネチド

リ、コフタバラン、ヒメフタバラン、アオフタバラン、

ヨウラクラン、コケイラン、サギソウ、ジンバイソウ、

ミズチドリ、ツレサギソウ、ハシナガヤマサギソウ、

ヤマサギソウ、コバノトンボソウ、キソチドリ（広義）、 

現地調査は直接観察及び採取によ

る。 

 

工
事
の
実
施 
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ム
の
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体
の
工
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、
施
工
設
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及
び
工
事
用
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路
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の
工
事
、
道
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の
付
替
の
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事
、
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実
施
を
い
う
。 
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(2/6) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 現地調査の調査地域・調査地

点は「(1)種子植物その他主な

植物相及び植生の状況」の調査

地域・調査地点及び下欄に示す

調査地域・調査地点とする。 

現地調査の調査期間等は

「(1)種子植物その他主な植物

相及び植生の状況」の調査期間

等及び下欄に示す調査期間等

とする。 

（前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） 

 調査地域は、事業実施区域及

びその周辺の区域並びに下流

の瀬田川合流点付近までの区

間とする。 

調査地点は、重要な種の分

布、生育の状況及び生育環境の

状況を適切かつ効果的に把握

できる経路とする。 

現地調査の調査期間は、令和

5年とし、調査時期は生態を考

慮し春季、夏季及び秋季とす

る。 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (2)植物の重

要な種及

び群落の

分布、生育

の状況及

び生育環

境の状況 

オオヤマサギソウ、トンボソウ、トキソウ、ヤマトキ

ソウ、トキソウ属、ヒナチドリ、ウチョウラン、クモ

ラン、カヤラン、ヒトツボクロ、ショウキラン、ヒオ

ウギ、ノハナショウブ、ヒメシャガ、カキツバタ、ア

ヤメ、ユウスゲ、ゼンテイカ、ノカンゾウ、ステゴビ

ル、ヒメニラ、ヤマラッキョウ、ギョウジャニンニク、

キツネノカミソリ、ミズギボウシ、マイヅルソウ、ド

ウモンワニグチソウ、ヒメイズイ、ワニグチソウ、コ

ワニグチソウ、ミズアオイ、ミクリ、ヤマトミクリ、

ナガエミクリ、ヒメミクリ、コガマ、オオホシクサ、

ホシクサ、ヤマトホシクサ、ツクシクロイヌノヒゲ、

クロホシクサ、タチコウガイゼキショウ、コウキヤガ

ラ、イトハナビテンツキ、ケタガネソウ、オオタマツ

リスゲ、ニッコウハリスゲ、ヒナスゲ、サナギスゲ、

コハリスゲ、サヤマスゲ、ウマスゲ、アズマスゲ、オ

オアオスゲ、ヤガミスゲ、ヌカスゲ、ミコシガヤ、ヒ

メスゲ、タヌキラン、ツルスゲ、マメスゲ、ヤブスゲ、

サトヤマハリスゲ、センダイスゲ、オニナルコスゲ、

ヒメアオガヤツリ、オオシロガヤツリ、シロガヤツリ、

セイタカハリイ、クロミノハリイ、ヤリハリイ、オオ

ヌマハリイ、サギスゲ、コアゼテンツキ、アオテンツ

キ、アゼテンツキ、ミカヅキグサ、トラノハナヒゲ、

オオイヌノハナヒゲ、ハタベカンガレイ、コホタルイ、

ヒメホタルイ、タイワンヤマイ、シズイ、ノグサ、マ

ツカサススキ、ツクシカンガレイ、ミカワシンジュガ

ヤ、コシンジュガヤ、ハネガヤ、ヒメコヌカグサ、セ

トガヤ、ヒロハノコヌカグサ、コウボウ、イワタケソ

ウ、コメススキ、ヒゲノガリヤス、ホッスガヤ、ヒメ

アブラススキ、ヒナザサ、イブキカモジグサ、ミズタ

カモジグサ、ヌマカゼクサ、コゴメカゼクサ、ウンヌ

ケモドキ、イブキトボシガラ、ウキガヤ、ヒロハノド

ジョウツナギ、カモノハシ、ミノボロ、エゾノサヤヌ

カグサ、トウササクサ、ミチシバ、スズメノコビエ、

タキキビ、イブキソモソモ、ムカゴツヅリ、ハマヒエ

ガエリ、ウキシバ、ウシクサ、イヌアワ、ミヤマアブ

ラススキ、ヒゲシバ、メガルカヤ、チシマカニツリ、

オニシバ、マツモ（狭義）、ヨツバリキンギョモ、ジロ

ボウエンゴサク、ヤマブキソウ、ヘビノボラズ、オオ

バメギ、サンカヨウ、キバナイカリソウ、イブキレイ

ジンソウ、ウスゲレイジンソウ、ルイヨウショウマ、

フクジュソウ、ヒメイチゲ、ユキワリイチゲ、アズマ

イチゲ、リュウキンカ、キケンショウマ、カザグルマ、

トリガタハンショウヅル、ミツバノバイカオウレン、

アズマシロカネソウ、キバナサバノオ、サンインシロ

カネソウ、ツルシロカネソウ、トウゴクサバノオ、セ

ツブンソウ、ミスミソウ、オキナグサ、ヒキノカサ、

バイカモ、オトコゼリ、シギンカラマツ、カラマツソ

ウ、ミヤマカラマツ、モミジカラマツ、キンバイソウ、

ツゲ、ヤマシャクヤク、ベニバナヤマシャクヤク、コ

ウヤミズキ、マルバノキ、ヤシャビシャク、ザリコミ、

アワモリショウマ、ツルネコノメソウ、チシマネコノ

メソウ、コガネネコノメソウ、タキミチャルメルソウ、

ナメラダイモンジソウ、ハルユキノシタ、ズダヤクシ

ュ、ミツバベンケイソウ、ツメレンゲ、アズマツメク

サ、タコノアシ、オグラノフサモ、タチモ、フサモ、

モメンヅル、ユクノキ、タヌキマメ、イタチササゲ、

ハマエンドウ、キバナノレンリソウ、イヌハギ、マキ

エハギ、ミソナオシ、ツルフジバカマ、ヨツバハギ、

オオバクサフジ、イブキノエンドウ、ビワコエビラフ

ジ、カキノハグサ、ヒナノキンチャク、ヒナノカンザ

シ、ホナガクマヤナギ、ヨコグラノキ、コバノチョウ

センエノキ、ヒメウワバミソウ、ミヤコミズ、コバノ

イラクサ、チョウセンキンミズヒキ、オクチョウジザ

クラ、ミヤマザクラ、クサボケ、オニシモツケ、シモ

ツケソウ、オオダイコンソウ、コキンバイ、カワラサ

イコ、ミツモトソウ、イワキンバイ、ツルキンバイ、

エチゴキジムシロ、エチゴツルキジムシロ、ヤマイバ

ラ、オオトックリイチゴ、クロイチゴ、ハスノハイチ

ゴ、サナギイチゴ、カライトソウ、ワレモコウ、コバ

ナノワレモコウ、イワガサ、シモツケ、イブキシモツ

ケ、イワシモツケ、ユキヤナギ、ブナ、ミヤマハンノ

キ、ミヤマカワラハンノキ、カワラハンノキ、サクラ

バハンノキ、アサダ、ドクウツギ、イワウメヅル、シ

ラヒゲソウ、ウメバチソウ、クロヅル、マルミノウル

シ、タカトウダイ、オオキツネヤナギ、エゾノタチツ

ボスミレ、オオバキスミレ、ヒゴスミレ、エイザンス

ミレ、ツルタチツボスミレ、イブキスミレ、ナガバタ

チツボスミレ、ホソバシロスミレ、アケボノスミレ、

ヒナスミレ、トモエソウ、フジオトギリ、ミヤコオト

ギリ、アゼオトギリ、グンナイフウロ、コフウロ、 

（前ページに記載）  工
事
の
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(3/6) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (2)植物の重

要な種及

び群落の

分布、生育

の状況及

び生育環

境の状況 

イブキフウロ、ハクサンフウロ、エゾフウロ、ビッチ

ュウフウロ、ヒメミソハギ、ミズマツバ、ミズキカシ

グサ、ヒメビシ、ウシタキソウ、ケゴンアカバナ、ト

ダイアカバナ、ウスゲチョウジタデ、アサノハカエデ、

カラコギカエデ、コカラスザンショウ、コショウノキ、

カラスシキミ、チョウセンナニワズ、コガンピ、タチ

スズシロソウ、イワハタザオ、ヤマガラシ、オオマル

バコンロンソウ、オオケタネツケバナ、エゾハタザオ、

イヌナズナ、キバナハタザオ、ミヤマツチトリモチ、

ヒノキバヤドリギ、マツグミ、イブキトラノオ、ハル

トラノオ、サイコクヌカボ、ヤナギヌカボ、ナガバノ

ウナギツカミ、サデクサ、ヌカボタデ、ホソバイヌタ

デ、オオネバリタデ、ネバリタデ、コギシギシ、マダ

イオウ、イシモチソウ、トウカイコモウセンゴケ、タ

チハコベ、コバノミミナグサ、ハマナデシコ、カワラ

ナデシコ、エゾカワラナデシコ、ワチガイソウ、ヒナ

ワチガイソウ、フシグロ、アオハコベ、ヤマハコベ、

ヤナギイノコヅチ、ハガクレツリフネ、カラタチバナ、

ヤナギトラノオ、クサレダマ、クリンソウ、ハイハマ

ボッス、クロミノニシゴリ、クロバイ、ウメガサソウ、

サラサドウダン、コアブラツツジ、イワナシ、シャク

ジョウソウ、マルバノイチヤクソウ、ムラサキヤシオ

ツツジ、サツキ、ヒカゲツツジ、レンゲツツジ、アカ

ヤシオ、シロヤシオ、オオコメツツジ、コメツツジ、

クロタキカズラ、ナガバジュズネノキ、ホソバオオア

リドオシ、イナモリソウ、オオキヌタソウ、ヤマトグ

サ、チチブリンドウ、ハルリンドウ、エゾリンドウ、

フデリンドウ、ホソバノツルリンドウ、イヌセンブリ、

アイナエ、チョウジソウ、クサタチバナ、コイケマ、

タチカモメヅル、ツルガシワ、スズサイコ、コバノカ

モメヅル、マメダオシ、ヤマホオズキ、アオホオズキ、

オオマルバノホロシ、ムラサキ、タチカメバソウ、マ

ルバノサワトウガラシ、オオアブノメ、シソクサ、ヒ

シモドキ、クワガタソウ、イヌノフグリ、ルリトラノ

オ、カワヂシャ、クガイソウ、ヒナノウスツボ、オオ

ヒナノウスツボ、サツキヒナノウスツボ、カワミドリ、

オウギカズラ、ジュウニヒトエ、ツクバキンモンソウ、

コムラサキ、ヒキオコシ、キセワタ、マネキグサ、ヤ

マジソ、トラノオジソ、ミズネコノオ、ミズトラノオ、

アキギリ、ウスギナツノタムラソウ、ナツノタムラソ

ウ、ハイタムラソウ、ミゾコウジュ、ヤマジノタツナ

ミソウ、ヒメナミキ、ヤマタツナミソウ、エゾタツナ

ミソウ、ミヤマナミキ、イブキジャコウソウ、ハマゴ

ウ、スズメノハコベ、オオバミゾホオズキ、オオナン

バンギセル、ゴマクサ、イブキコゴメグサ、オオミコ

ゴメグサ、トガクシコゴメグサ、タチコゴメグサ、ケ

ヤマウツボ、ツシマママコナ、クチナシグサ、シオガ

マギク、キヨスミウツボ、コシオガマ、ヒキヨモギ、

オオヒキヨモギ、ノタヌキモ、イヌタヌキモ、ミミカ

キグサ、ホザキノミミカキグサ、フサタヌキモ、ミカ

ワタヌキモ、タヌキモ、ヒメタヌキモ、ムラサキミミ

カキグサ、オギノツメ、スズムシバナ、ユキミバナ、

クマツヅラ、オクノフウリンウメモドキ、ミヤマウメ

モドキ、シデシャジン、サワギキョウ、キキョウ、ミ

ツガシワ、ガガブタ、アサザ、ヌマダイコン、テイシ

ョウソウ、カワラハハコ、チョウジギク、ヒトツバヨ

モギ、ヒメシオン、ヤマジノギク、コモノギク、サワ

シロギク、オケラ、ノッポロガンクビソウ、バンジン

ガンクビソウ、シマカンギク、イワギク、ヒメアザミ、

コイブキアザミ、モリアザミ、ミヤマコアザミ、ナガ

エノアザミ、カツラカワアザミ、イナベアザミ、ノリ

クラアザミ、タカアザミ、ワタムキアザミ、サワアザ

ミ、ホソバムカシヨモギ、フジバカマ、スイラン、オ

グルマ、カセンソウ、タカサゴソウ、ノニガナ、カワ

ラニガナ、マルバダケブキ、ハンカイソウ、オオニガ

ナ、ウスゲタマブキ、オオカニコウモリ、タイミンガ

サ、テバコモミジガサ、ニシノヤマタイミンガサ、ア

キノハハコグサ、ミヤコアザミ、オオダイトウヒレン、

ヒメヒゴタイ、キクアザミ、キオン、ハバヤマボクチ、

オカオグルマ、オナモミ、ウラジロウコギ、ミヤマト

ウキ、ハナビゼリ、セリモドキ、イブキボウフウ、ヤ

マゼリ、カワラボウフウ、ヌマゼリ、ナベナ、ニッコ

ウヒョウタンボク、キンキヒョウタンボク、コウグイ

スカグラ、ダイセンヒョウタンボク、キンレイカ、オ

ミナエシ、マツムシソウ、カノコソウ、イワツクバネ

ウツギ 

2)群落(10群落):分布、生育の状況及び生

育環境の状況 
杉山の湿原植物群落、飯道山のコウヤマキ林、飯道山

のアカガシ林、湖南花崗岩地域のヒメコマツ林、田上

の湿原、大鳥居のヒメコマツ林、モミ群落、毛知比神

社のシイ林、八筈ヶ岳のヒメコマツ林、金勝山の中間

温帯林 
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(4/6) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (2)植物の重

要な種及

び群落の

分布、生育

の状況及

び生育環

境の状況 

3)蘚苔類(36種): 分布、生育の状況及び

生育環境の状況 
ウキウキゴケ、イチョウウキゴケ、ヨウジョウゴケ、

カビゴケ、ハリミズゴケ、ヒメミズゴケ、ホソバミズ

ゴケ、コバノホソベリミズゴケ、オオミズゴケ、ウロ

コミズゴケ、クロゴケ、クマノチョウジゴケ、セイタ

カヤリカツギ、ヒトヨシゴケ、ヤスダゴケ、カサゴケ

モドキ、カサゴケ、ヤマタチヒダゴケ、イブキタチヒ

ダゴケ、イブキキンモウゴケ、コキジノオゴケ、キダ

チクジャクゴケ、コシノヤバネゴケ、カワゴケ、ササ

オカゴケ、スギバシノブゴケ、ヒロハシノブイトゴケ、

コウライイチイゴケ、レイシゴケ、ヒヨクゴケ、オオ

ミツヤゴケ、イトヒバゴケ、ヒメタチヒラゴケ、セイ

ナンヒラゴケ、キブリハネゴケ、カトウゴケ 

現地調査は直接観察および採取に

よる。 
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(5/6) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 調査地域は、事業実施区域及

びその周辺の区域並びに下流

の渡地点までの区間とする。 

調査地点は、重要な種の分布、

生育の状況及び生育環境の状

況を適切かつ効果的に把握で

きる経路とする。 

現地調査の調査期間は、令和5

年とし、調査時期は生態を考慮

し夏季、秋季及び冬季とする。 

（前ページに記載） （前ページに記載） （前ページに記載） 
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(4.2.2.2 植物)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

植

物 

重 

要 

な 

種 

及 

び 

群 

落 

 

 

 

 

 

 

 (1)種子植物

その他主

な植物に

係る植物

相及び植

生の状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

(2)植物の重

要な種及

び群落の

分布、生育

の状況及

び生育環

境の状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

*1：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用

及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(6/6) 

 
予測の手法*1 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。 (1)予測の基本的な手法 

①直接改変 

「工事の実施」と同様とす

る。 

②ダム洪水調節地の環境 

・洪水調節に伴う一時的な冠

水 

ダム洪水調節地内の冠水

日数を整理し、重要な種及び

群落に及ぼす影響を予測す

る。 

③直接改変等以外 

・土地又は工作物付近の環境

の変化 

樹林の伐開等に伴う周辺

樹林環境の変化(林縁環境へ

の変化、林床の乾燥化)が、重

要な種及び群落に及ぼす影

響について、重要な種及び群

落の確認地点と工事計画と

の重ね合わせにより予測す

る。 

・水質の変化 

供用に伴う水質の変化が、

水域に生育する重要な種及

び群落に及ぼす影響につい

て、水質予測結果に基づき予

測する。 

・流況の変化 

供用に伴う下流河川の河

岸等の冠水頻度の変化が、当

該環境に生育する重要な種

及び群落に及ぼす影響につ

いて、不等流計算に基づき予

測する。 

・河床の変化 

供用に伴う下流河川の河

床形状、河床材料等の変化

が、水域に生育する重要な種

及び群落に及ぼす影響につ

いて、一次元河床変動解析に

基づき予測する。 

(2)予測地域 

「工事の実施」と同様とす

る。 

(3)予測対象時期等 

植物の生育及び植生の特

性を踏まえて、重要な種及び

群落に係る環境影響を的確

に把握できる時期とする。 

重要な種に係る

土地又は工作物の

存在及び供用によ

る環境影響に関し、

事業者により実行

可能な範囲内（施設

等の配置の配慮、環

境保全設備の設置

等）でできる限り回

避され、又は低減さ

れているか、必要に

応じその他の方法

により環境の保全

についての配慮が

適正になされてい

るかどうかを検討

することによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

存在等のうち、貯水

池の存在がダム洪

水調節地の存在に

置き換わったもの

である。これによる

環境影響について

は、省令別表第二に

掲げられている参

考手法により調査

及び予測が可能で

あることから、調査

及び予測の手法は、

当該参考手法を選

定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。 
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4.2.2.3 生態系 

生態系に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.2.3 生態系)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

生

態

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

 

 地域を特徴づける生態系に関しては、動植物その他

の自然環境に係る概況、複数の注目種等の生態、他の動

植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況を

把握するため、生態系の上位に位置するという上位性、

地域の生態系の特徴を典型的に現すという典型性の2

つの観点を考慮し、下欄に示す種又は生息・生育環境及

び生物群集を想定する。 

なお、生態系に関する調査すべき情報については、

「4.2.2.1 動物」及び「4.2.2.2 植物」の調査結果を適

宜活用する。 

具体的な調査の手法を項目毎に下

欄に示す。 

 

(1)上位性 1)陸域 

大戸川ダム集水域及びその周辺の区

域における陸域生態系の食物連鎖の頂

点に位置する種としてサシバを想定し

て、次の事項を調査する。 

・生態、分布、生息の状況及び生息環境

の状況(行動圏とその内部構造を含む) 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

現地調査は定点観察法及び踏査に

よる。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 
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(1/5) 

 予測の手法 
評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等*1 予測の基本的な手法 予測地域・時期 

 具体的な調査地域・

調査地点を項目毎に下

欄に示す。 

具体的な調査期間

等を項目毎に下欄に

示す。 

具体的な予測の手法を

項目毎に下欄に示す。 

(1)予測地域 

調査地域のうち、

動植物その他の自

然環境の特性及び

注目種等の特性を

踏まえて注目種等

に係る環境影響を

受けるおそれがあ

ると認められる地

域とする。 

(2)予測対象時期等 

動植物その他の

自然環境の特性並

びに上位性及び典

型性の視点から注

目される動植物の

種又は生物群集の

特性を踏まえて、上

位性及び典型性の

視点から注目され

る動植物の種又は

生物群集に係る工

事期間の環境影響

を的確に把握でき

る時期とする。 

地域を特徴づ

ける生態系に関

し、上位性及び典

型性の視点から

注目される動植

物の種又は生物

群集に係る工事

の実施による環

境影響に関し、事

業者により実行

可能な範囲内（工

事の工程・工法の

検討、環境保全設

備の設置等）でで

きる限り回避さ

れ、又は低減され

ているか、必要に

応じその他の方

法により環境の

保全についての

配慮が適正にな

されているかど

うかを検討する

ことによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等の他に試験

湛水の実施が加わ

ったものである。こ

れによる環境影響

については、省令別

表第二に掲げられ

ている参考手法に

より調査及び予測

が可能であること

から、調査及び予測

の手法は、当該参考

手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は、事業実

施区域及びその周辺の

区域とし、猛禽類の広

い行動圏を考慮し、出

現状況等に応じて適宜

拡張した。 

調査地点は、生息の

状況、地形の状況等を

考慮し、サシバの分布、

生息の状況及び生息環

境の状況を適切かつ効

果的に把握できる地点

及び経路とする。 

現地調査の調査期

間は「4.2.2.1 動物」

における「工事の実

施」の「(2)動物の重

要な種の分布、生息

の状況及び生息環境

の状況」における「2)

鳥類」の猛禽類の重

要な種の調査期間、

調査時期とする。 

(1)直接改変 

直接改変が陸域の上位

性として想定するサシバ

の生息環境に及ぼす影響

について、サシバの営巣

地、行動圏の解析結果、餌

場環境の解析結果と工事

計画との重ね合わせによ

り予測する。 

(2)直接改変等以外 

・建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴

う騒音の発生等が、サシバ

の生息環境に及ぼす影響

について、工事計画とサシ

バの営巣地、行動圏の解析

結果との重ね合わせによ

り予測する。 

(3)ダム洪水調節地の環境 

サシバの行動圏の解析

結果、餌場環境の解析結果

とダム洪水調節地を重ね

合わせることにより、試験

湛水時の一定期間の冠水

による植生の変化（樹種の

耐冠水性と冠水期間に応

じた変化）がサシバの生息

環境へ及ぼす影響につい

て予測する。 
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(4.2.2.3 生態系)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

生

態

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

 

 (1)上位性 2)河川域 

大戸川ダム集水域及びその周辺の区

域並びにその下流の瀬田川合流点付近

までの区間における河川域生態系の食

物連鎖の頂点に位置する種としてカワ

ガラスを想定して、次の事項を調査す

る。 

・生態、分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

現地調査はラインセンサス法、任意

観察法による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

*2：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 
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(2/5) 

 予測の手法 
評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等*1 予測の基本的な手法*2 予測地域・時期 

 調査地域は、事業実

施区域及びその周辺の

区域並びに瀬田川合流

点までの区間とした。 

調査地点は、生息の

状況、地形の状況等を

考慮し、カワガラスの

分布、生息の状況及び

生息環境の状況を適切

かつ効果的に把握でき

る地点及び経路とす

る。 

現地調査の調査期

間は「4.2.2.1 動物」

における「工事の実

施」の「(2)動物の重

要な種の分布、生息

の状況及び生息環境

の状況」における「2)

鳥類」のカワガラス

の調査期間、調査時

期とする。 

(1)直接改変 

直接改変が河川域の上

位性として想定するカワ

ガラスの生息環境に及ぼ

す影響について、カワガラ

スの営巣地、行動圏の解析

結果、餌場環境の解析結果

と工事計画との重ね合わ

せにより予測する。 

(2)直接改変等以外 

・建設機械の稼働等 

建設機械の稼働等に伴

う騒音の発生等がカワガ

ラスの生息環境に及ぼす

影響について、工事計画と

カワガラスの営巣地との

重ね合わせにより予測す

る。 

・水質の変化 

工事の実施(試験湛水含

む)に伴う水質の変化がカ

ワガラスの餌生物や餌場

環境に及ぼす影響につい

て、水質予測結果に基づき

予測する。 

・河川の連続性の変化 

工事中の河道の一時的

な付替えによる河川の連

続性の変化がカワガラス

の餌場環境に及ぼす影響

について、工事計画とカワ

ガラスの餌場環境の解析

結果との重ね合わせによ

り予測する。 

(3)ダム洪水調節地の環境 

カワガラスの行動圏の

解析結果とダム洪水調節

地を重ね合わせることに

より、試験湛水時の一定期

間の冠水による植生の変

化（樹種の耐冠水性と冠水

期間に応じた変化）がカワ

ガラスの生息環境に及ぼ

す影響について予測する。 

（前ページに記

載） 

（前ページに記

載） 

（前ページに記載） 
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(4.2.2.3 生態系)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

生

態

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

 

 (2)典型性 1)陸域 

大戸川ダム集水域及びその周辺の区

域の植生等から類型化される地域の典

型的な環境として「アカマツ林」、「ス

ギ・ヒノキ植林」及び「落葉広葉樹林」

を想定して、次の事項を調査する。 

・生息・生育環境の状況(植生、植物群

落階層構造等)及び生息・生育する生物

群集の状況 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

生息・生育環境の状況及び生息・生

育する生物群集の状況に関する現地

調査は「4.2.2.1 動物」における「工

事の実施」の「(1)脊椎動物、昆虫類そ

の他主な動物に係る動物相の状況」及

び「4.2.2.2 植物」における「工事の

実施」の「(1)種子植物その他主な植物

に係る植物相及び植生の状況」と同様

とする。 

 

2)河川域 

大戸川ダム集水域及びその周辺の区

域並びにその下流の瀬田川合流点まで

の大戸川の区間における河川形態等か

ら類型化される地域の典型的な環境と

して、「緩やかな平地区間」、「急峻な山

地区間」、「緩やかな盆地区間」及び「山

地区間で合流する支川」を想定して、生

息・生育環境及び生物群集の状況を調

査する。 

 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。また、必要に応じ

て聴取により情報を補う。 

生息・生育環境の状況及び生息・生

育する生物群集の状況に関する現地

調査は「4.2.2.1 動物」における「工

事の実施」の「(1)脊椎動物、昆虫類そ

の他主な動物に係る動物相の状況」及

び「4.2.2.2 植物」における「工事の

実施」の「(1)種子植物その他主な植物

に係る植物相及び植生の状況」と同様

とする。 

生息・生育環境の状況のうち河川形

態、河川横断工作物及び河床構成材料

に関する現地調査は踏査による。 
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(3/5) 

 予測の手法 
評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 予測の基本的な手法 予測地域・時期 

 調査地域は、大戸

川ダム集水域及びそ

の周辺の区域とし、

調査地点は、生息・生

育環境及びそこに生

息・生育する生物群

集を適切かつ効果的

に把握できる地点と

する。 

現地調査の調査期

間は令和5年とし、調

査時期は春季、夏季、

秋季及び冬季とす

る。 

（1）直接改変 

直接改変が陸域の環境類型区分

として想定する「アカマツ林」、「ス

ギ・ヒノキ植林」、「落葉広葉樹林」

に及ぼす影響について、「アカマツ

林」、「スギ・ヒノキ植林」、「落葉広

葉樹林」の分布状況と工事計画と

の重ね合わせにより予測する。 

（2）ダム洪水調節地の環境 

・試験湛水に伴う一定期間の冠水 

ダム洪水調節地内の冠水日数を

整理し、植生図と重ね合わせるこ

とで樹種の耐冠水性と冠水期間に

応じた植生の変化の程度について

把握を行い、影響を予測する。 

(前ページに記

載) 

(前ページ

に記載) 

(前ページに記載) 

 調査地域は、大戸

川ダム集水域及びそ

の周辺の区域並びに

瀬田川合流点までの

大戸川の区間とし、

調査地点は、生息・生

育環境及びそこに生

息・生育する生物群

集を適切かつ効果的

に把握できる地点と

する。 

現地調査の調査期

間は令和5年とし、調

査時期は春季、夏季、

秋季及び冬季とす

る。 

（1）直接改変 

直接改変が河川域の環境類型区

分として想定する「緩やかな平地

区間」、「急峻な山地区間」、「緩や

かな盆地区間」、「山地区間で合流

する支川」に及ぼす影響につい

て、「緩やかな平地区間」、「急峻

な山地区間」、「緩やかな盆地区

間」、「山地区間で合流する支川」

の分布状況と工事計画との重ね合

わせにより予測する。 

（2）ダム洪水調節地の環境 

・試験湛水に伴う一定期間の冠水 

ダム洪水調節地内の冠水日数を

整理し、河川域の環境類型区分図

及び植生図と重ね合わせること

で、各環境類型区分および樹種の

耐冠水性と冠水期間に応じた植生

の変化の程度について把握を行

い、影響を予測する。 

（3）直接改変等以外 

・水質の変化の予測 

工事の実施に伴う水質の変化

が、河川域の各環境類型区分に及

ぼす影響について、水質予測結果

に基づき予測する。 

・河川の連続性の変化 

工事中の河道の一時的な付替え

による河川の連続性の変化が、河

川域の各環境類型区分に及ぼす影

響について、工事計画と河川域の

各環境類型区分の分布状況に基づ

き予測する。 
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(4.2.2.3 生態系)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

生

態

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

 

 (1)上位性 1)陸域 

「工事の実施」と同様とする。 

「工事の実施」と同様とする。  

2)河川域 

「工事の実施」と同様とする 

「工事の実施」と同様とする。  

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 
*2：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
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存
在
、
ダ
ム
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用 

及
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ダ
ム
洪
水
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節
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在
を
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う
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(4/5) 

 予測の手法 評価の手法 
調査、予測及び評価

の手法の選定理由 

 調査地域・調査地点*1 調査期間等*1 予測の基本的な手法*2 予測地域・時期   

 「工事の実施」と同様

とする。 

「工事の実施」

と同様とする。 

（1）直接改変 

「工事の実施」と同様とする。 

（2）ダム洪水調節地の環境 

・洪水調節に伴う一時的な冠水 

サシバの行動圏の解析結果、餌

場環境の解析結果とダム洪水調節

地を重ね合わせることにより、洪

水調節時の一定期間の冠水による

植生の変化（樹種の耐冠水性と冠

水期間に応じた変化）がサシバの

生息環境へ及ぼす影響について予

測する。 

(1)予測地域 

「工事の実施」

と同様とする。 

(2)予測対象時期 

 等 

動植物その他

の自然環境の特

性並びに上位性

及び典型性の視

点から注目され

る動植物の種又

は生物群集の特

性を踏まえて、

上位性及び典型

性の視点から注

目される動植物

の種又は生物群

集に係る環境影

響を的確に把握

できる時期とす

る。 

地域を特徴づ

ける生態系に

関し、上位性

及び典型性の

視点から注目

される動植物

の種又は生物

群集に係る土

地又は工作物

の存在及び供

用による環境

影響に関し、

事業者により

実行可能な範

囲内（施設等

の配置の配

慮、環境保全

設備の設置

等）でできる

限り回避さ

れ、又は低減

されている

か、必要に応

じその他の方

法により環境

の保全につい

ての配慮が適

正になされて

いるかどうか

を検討するこ

とによる。 

影響要因として

は、省令別表第一

に掲げられている

一般的なダム事業

に伴うダムの堤体

の存在等のうち、

貯水池の存在がダ

ム洪水調節地の存

在に置き換わった

ものである。これ

による環境影響に

ついては、省令別

表第二に掲げられ

ている参考手法に

より調査及び予測

が可能であること

から、調査及び予

測の手法は、当該

参考手法を選定す

る。 

また、評価の手

法は、省令に示さ

れている事項を満

足する手法を選定

する。 

 「工事の実施」と同様

とする。 

「工事の実施」

と同様とする。 

(1)直接改変 

「工事の実施」と同様とする。 

(2)直接改変等以外 

・水質の変化 

供用に伴う水質の変化が、カワ

ガラスの餌生物や餌場環境に及ぼ

す影響について、水質予測結果に

基づき予測する。 

・流況の変化 

供用に伴う下流河川の流況（冠

水頻度）の変化による河川植生の

変化が、カワガラスの餌生物や餌

場環境に及ぼす影響について、不

等流計算結果等に基づき予測す

る。 

・河床の変化 

供用に伴う下流河川の河床形

状、河床材料等の変化が、カワガラ

スの餌生物や餌場環境に及ぼす影

響について、一次元河床変動解析

に基づき予測する。 

・河川の連続性の変化 

横断構造物の出現による河川の

連続性の変化が、カワガラスの生

息環境や餌場環境に及ぼす影響に

ついて、工事計画とカワガラスの

行動圏の解析結果、餌場環境の解

析結果との重ね合わせにより予測

する。 

(3)ダム洪水調節地の環境 

カワガラスの行動圏の解析結果

とダム洪水調節地を重ね合わせる

ことにより、洪水調節時の一定期

間の冠水による植生の変化（樹種

の耐冠水性と冠水期間に応じた変

化）がカワガラスの生息環境に及

ぼす影響について予測する。 
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(4.2.2.3 生態系)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

生

態

系 

地 

域 

を 

特 

徴 

づ 

け 

る 

生 

態 

系 

 

 (2)典型性 1)陸域 

「工事の実施」と同様とする。 

「工事の実施」と同様とする。  

2)河川域 

「工事の実施」と同様とする 

「工事の実施」と同様とする。  

。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用 

及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(5/5) 

 予測の手法 評価の手法 
調査、予測及び評価

の手法の選定理由 

 調査地域・調査地点 調査期間等 予測の基本的な手法 予測地域・時期   

 「工事の実施」と同

様とする。 

「工事の実施」

と同様とする。 

（1）直接改変 

「工事の実施」と同様とする。 

（2）ダム洪水調節地の環境 

・洪水調節に伴う一時的な冠水 

「工事の実施」と同様とする。 

 

(前ページに記

載) 

(前ページ

に記載) 

(前ページに記

載) 

 「工事の実施」と同 

様とする。 

「工事の実

施」と同様と

する。 

（1）直接改変 

「工事の実施」と同様とする。 

（2）ダム洪水調節地の環境 

・洪水調節に伴う一時的な冠水 

「工事の実施」と同様とする。 

（3）直接改変等以外 

・水質の変化の予測 

供用に伴う水質の変化が、河川域の

各環境類型区分に及ぼす影響につい

て、水質予測結果に基づき予測する。 

・流況（冠水頻度）の変化 

供用に伴う下流河川の河岸等の冠水

頻度の変化による河川植生の変化が、

河川域の各環境類型区分に及ぼす影響

について、不等流計算に基づき予測す

る。 

・河床の変化 

供用に伴う下流河川の河床形状、河

床材料等の変化が、河川域の各環境類

型区分に及ぼす影響について、一次元

河床変動解析に基づき予測する。 

・河川の連続性の変化 

横断構造物の出現による河川の連続

性の変化が、河川域の各環境類型区分

に及ぼす影響について、工事計画と河

川域の各環境類型区分の分布状況に基

づき予測する。 
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4.2.3 人と自然との豊かな触れ合いの確保 

4.2.3.1 景観 

景観についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.3.1 景観)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

景

観 

主 

要 

な 

眺 

望 

点 

及 

び 

景 

観 

資 

源 

並 

び 

に 

主 

要 

な 

眺 

望 

景 

観 

 

 (1)主要な眺

望点の状

況 

主要な眺望点の状況を把握するた

め、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)視点の場となる主要な眺望点の分布

及び利用状況 

文献その他の資料による情報の収

集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

(2)景観資源

の状況 

景観資源の状況を把握するため、下

蘭の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)眺望対象となる景観資源の分布、種

類及び自然特性 

文献その他の資料による情報の収

集並びに当該情報の整理及び解析と

する。 

 

(3)主要な眺

望景観の

状況 

主要な眺望点から景観資源を眺望す

る主要な眺望景観の状況を把握するた

め、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)主要な眺望点から景観資源を眺望す

る場合の主要な眺望景観の状況 

現地調査による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析とする。ま

た、必要に応じて聴取を行う。現地調

査は写真撮影による。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
を
い
う
。 
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(1/1) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査地点

を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に

示す。 

(1)予測の基本的な手法 

主要な眺望点及び景観

資源の変化については、

直接改変が主要な眺望点

及び景観資源に及ぼす影

響について、主要な眺望

点及び景観資源と工事の

計画との重ね合わせによ

り予測する 

主要な眺望景観の変化

については、フォトモン

タージュにより、視野内

に出現する構造物等の見

え方を把握し影響を予測

する。 

(2)予測地域 

景観の特性を踏まえて

主要な眺望点及び景観資

源並びに主要な眺望景観

に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められ

る地域とする。 

(3)予測対象時期等 

土地又は工作物の存在

及び供用に伴う主要な眺

望点及び景観資源並びに

主要な眺望景観に係る環

境影響を的確に把握でき

る時期とする。 

主要な眺望点及

び景観資源並びに

主要な眺望景観に

係る土地又は工作

物の存在及び供用

による環境影響に

関し、事業者により

実行可能な範囲内

（施設等の配置や

形状の配慮、環境保

全設備の設置等）で

できる限り回避さ

れ、又は低減されて

いるか、必要に応じ

その他の方法によ

り環境の保全につ

いての配慮が適正

になされているか

どうかを検討する

ことによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

存在等が挙げられ

る。これらによる環

境影響については、

省令別表第二に掲

げられている参考

手法により調査及

び予測が可能であ

ることから、調査及

び予測の手法は、当

該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は主要な眺望点の

状況を適切に把握できる地域

とし、調査地点は景観の特性を

踏まえ、調査地域における主要

な眺望点を適切かつ効果的に

把握できる地点とする。 

文献その他の資料によるため

特に限定しない。 

 具体的な調査地域・調査地点

を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に

示す。 

 調査地域は景観資源の状況

を適切に把握できる地域とし、

調査地点は景観の特性を踏ま

え、調査地域における景観資源

を適切かつ効果的に把握でき

る地点とする。 

文献その他の資料によるため

特に限定しない。 

 具体的な調査地域・調査地

点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を下欄に

示す。 

 調査地域は主要な眺望景観

の状況を適切に把握できる地

域とし、調査地点は、調査地域

内の主要な眺望点について、影

響要因の可視、視野等による選

定及び現地踏査による確認か

ら以下に示す地点とする。 

①金勝山ハイキングコース 

②竜王山（龍王山） 

③茶沸観音 

④白石峰 

⑤国見岩 

現地調査の調査期間は令和5年

とし、調査時期は主要な眺望点か

ら見た景観資源の季節等の自然

特性を考慮し、適切に影響を把握

することができる時期として、春

季及び秋季とする。 
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4.2.3.2 人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの活動の場についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次

ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.3.2 人と自然との触れ合いの活動の場)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 (1)人と自然

との触れ

合いの活

動の場の

概況 

人と自然との触れ合いの活動の場の

概況を把握するため、下欄の事項を調

査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)自然歩道、ハイキングコース等の施

設又は場の概況 

 

文献その他の資料の収集並びに当

該情報の整理及び解析とする。 

 

(2)主要な人

と自然と

の触れ合

いの活動

の場の分

布、利用の

状況及び

利用環境

の状況 

主要な人と自然との触れ合いの活動

の場の分布、利用の状況及び利用環境

の状況を把握するため、下欄の事項を

調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)不特定かつ多数の者が利用している

人と自然との触れ合いの活動の場の

分布、その利用実態及びアクセスル

ートの状況 

 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。現地調査は踏査及

びカウント調査による。 

 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(1/2) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点*1 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場と工事計画との重ね合わ

せにより改変の程度を把握し、影響

を予測する。 

②利用性の変化 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場と工事計画との重ね合わ

せにより改変による利用可能面積

の変化及びアクセス性の変化を把

握し、影響を予測する。 

③快適性の変化 

・騒音、照明の変化 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場と工事計画との重ね合わ

せにより、重機等の騒音及び工事現

場の照明による影響を定性的に予

測する。 

・近傍の風景、親水性の変化 

工事の実施(試験湛水含む)に伴

う水質の変化(河川の濁り)が、主要

な人と自然との触れ合いの活動の

場の近傍の風景や親水性に及ぼす

影響について、水質予測結果に基づ

き予測する。 

(2)予測地域 

人と自然との触れ合いの活動の

場の特性を踏まえて主要な人と自

然との触れ合いの活動の場に係る

環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域とする。 

(3)予測対象時期等 

工事の実施に伴う主要な人と自

然との触れ合いの活動の場に係る

環境影響を的確に把握できる時期

とする。 

主要な人と自然

との触れ合いの活

動の場に係る工事

の実施による環境

影響に関し、事業者

により実行可能な

範囲内（工法の検

討、環境保全設備の

設置等）でできる限

り回避され、又は低

減されているか、必

要に応じその他の

方法により環境の

保全についての配

慮が適正になされ

ているかどうかを

検討することによ

る。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一

般的なダム事業に

伴うダムの堤体の

工事等の他に試験

湛水の実施が加わ

ったものである。こ

れによる環境影響

については、省令別

表第二に掲げられ

ている参考手法に

より調査及び予測

が可能であること

から、調査及び予測

の手法は、当該参考

手法を選定する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足す

る手法を選定する。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域(事業

実施区域から約500mの範囲

をいう。以下「4.2.3.2人と

自然との触れ合いの活動の

場」において同じ。)並びに

その下流の瀬田川合流点付

近までの区間とし、調査地

点は人と自然との触れ合い

の活動の場の概況を適切か

つ効果的に把握できる地点

とする。 

文献その他の資料によ

るため特に限定しない。 

 具体的な調査地域・調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域並びに

その下流の瀬田川合流点付

近までの区間とし、調査地

点は以下に示す主要な人と

自然との触れ合いの活動の

場の状況を適切かつ効果的

に把握できる地点として以

下に示す地点とする。 

①東海自然歩道 

②金勝山ハイキングコ

ース 

③金勝寺表参道 

④大戸川発電所付近の

桜 

現地調査の調査期間は

令和5年とし、主要な人と

自然との触れ合いの活動

の場の特性を踏まえ、春季

及び秋季とする。また、現

地調査の時間帯は主要な

人と自然との触れ合いの

活動の場の特性を踏まえ、

昼間とする。 
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(4.2.3.2 人と自然との触れ合いの活動の場)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

主 

要 

な 

人 

と 

自 

然 

と 

の 

触 

れ 

合 

い 

の 

活 

動 

の 

場 

 1)人と自然

との触れ

合いの活

動の場の

概況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

(2)主要な人

と自然と

の触れ合

いの活動

の場の分

布、利用の

状況及び

利用環境

の状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用

及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(2/2) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 「工事の実施」と同様

とする。 

「工事の実施」と同様とす

る。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

「工事の実施」と同様とする。 

②利用性の変化 

「工事の実施」と同様とする。 

③快適性の変化 

・近傍の風景の変化 

構造物や法面の出現が主要な人

と自然との触れ合いの活動の場の

近傍の風景に及ぼす影響について、

工事計画に基づき予測する。 

・親水性の変化 

供用に伴う水質や下流河川の河

床形状、河床材料等の変化が、主要

な人と自然との触れ合いの活動の

場の親水性に及ぼす影響について、

水質予測結果及び一次元河床変動

解析に基づき予測する。 

(2)予測地域 

人と自然との触れ合いの活動の

場の特性を踏まえて主要な人と自

然との触れ合いの活動の場に係る

環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域とする。 

(3)予測対象時期等 

土地又は工作物の存在及び供用

に伴う主要な人と自然との触れ合

いの活動の場に係る環境影響を的

確に把握できる時期とする。 

主要な人と自然

との触れ合いの活

動の場に係る土地

又は工作物の存在

及び供用による環

境影響に関し、事

業者により実行可

能な範囲内（施設

等の配置の配慮、

環境保全設備の設

置等）でできる限

り回避され、又は

低減されている

か、必要に応じそ

の他の方法により

環境の保全につい

ての配慮が適正に

なされているかど

うかを検討するこ

とによる。 

影響要因として

は、省令別表第一

に掲げられている

一般的なダム事業

に伴うダムの堤体

の存在等のうち、

貯水池の存在がダ

ム洪水調節地の存

在に置き換わった

ものである。これ

による環境影響に

ついては、省令別

表第二に掲げられ

ている参考手法に

より調査及び予測

が可能であること

から、調査及び予

測の手法は、当該

参考手法を選定す

る。 

また、評価の手

法は、省令に示さ

れている事項を満

足する手法を選定

する。  「工事の実施」と同様

とする。 

「工事の実施」と同様とす

る。 
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4.2.4 環境への負荷の量の程度 

4.2.4.1 廃棄物等 

廃棄物等についての環境影響評価の予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.4.1 廃棄物等)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

廃 

棄 

物 

等 

建 

設 

工 

事 

に 

伴 

う 

副 

産 

物 

 － － －  工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
を
い
う
。 



4-95 

(1/1) 

 予測の手法 評価の手法 
調査、予測及び評価の

手法の選定理由 

 調査地域・調査地点 調査期間等    

 － － (1)予測の基本的な手法 

建設工事に伴う副産物

の種類毎の発生の状況及

び処分の状況を把握し、

影響を予測する。 

(2)予測地域 

事業実施区域とする。 

(3)予測対象時期等 

工事期間とする。 

建設副産物に係る

工事の実施による環

境影響に関し、事業

者により実行可能な

範囲内（工法の検

討、発生の抑制、再

利用の促進等）でで

きる限り回避され、

又は低減されている

か、必要に応じその

他の方法により環境

の保全についての配

慮が適正になされて

いるかどうかを検討

することによる。 

影響要因として

は、省令別表第一に

掲げられている一般

的なダム事業に伴う

ダムの堤体の工事等

があげられる。これ

らによる環境影響に

ついては、省令別表

第二に掲げられてい

る参考手法により調

査及び予測が可能で

あることから、調査

及び予測の手法は、

当該参考手法を選定

する。 

また、評価の手法

は、省令に示されて

いる事項を満足する

手法を選定する。 
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4.2.5 歴史的資産の保全 

4.2.5.1 文化財 

文化財についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.5.1 文化財)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

文 

化 

財 

 

有 

形 

の 

文 

化 

財 

 (1)有形の文

化財の分

布状況 

有形の文化財の分布状況を把握する

ため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)有形の文化財の分布状況 

 

文献その他の資料の収集並びに当

該情報の整理及び解析とする。 

 

2)主要な有形文化財の状態 

 

文献その他の資料及び現地調査に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理及び解析とする。 

 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 
*2：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(1/2) 

 
予測の手法*2 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

主要な有形の文化財と工事計画

との重ね合わせにより改変の程度

を把握し、影響を予測する。 

②文化財と一体になった周辺環境

の状態の変化 

大気環境、水環境、動物、植物、

景観等の予測結果を踏まえ、文化財

の周辺環境や利用状況への影響を

予測する。 

③文化財の内部から見る風景の変

化 

主要な有形の文化財と工事計画

との重ね合わせにより文化財から

見る風景の変化を把握し、影響を予

測する。 

④文化財のアクセス特性の変化 

主要な有形の文化財と工事計画

との重ね合わせによりアクセス特

性の変化を把握し、影響を予測す

る。 

(2)予測地域 

主要な有形な文化財の特性を踏

まえて主要な有形な文化財に係る

環境影響を受けるおそれがあると

認められる地域とする。 

(3)予測対象時期等 

工事の実施に伴う主要な有形な

文化財に係る環境影響を的確に把

握できる時期とする。 

文化財への影響

が、事業者により実

行可能な範囲内で

できる限り回避さ

れ、または低減され

ており、必要に応じ

代償措置等の実施

により環境の保全

についての配慮が

適正になされてい

るかどうかを検討

することにより行

う。 

影響要因として

は、滋賀県環境影響

評価技術指針別表

第一付表2に掲げら

れているもののう

ち、一般的なダム事

業に伴うダムの堤

体の工事等の他に

試験湛水の実施が

加わったものであ

る。 

これによる環境

影響については、滋

賀県版環境影響評

価技術ガイド-歴史

的遺産分野（文化

財・伝承文化）-にお

ける手法を参考に

調査及び予測が可

能であることから、

調査及び予測の手

法は、当該手法を参

考に選定する。 

また、評価の手法

は、同ガイドに示さ

れている手法を参

考に選定する。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域(事業

実施区域から約500mの範囲

をいう。以下「4.2.5.1文化

財」において同じ。)とし、

調査地点は有形の文化財の

分布状況が適切かつ効果的

に把握できる地点とする。 

文献その他の資料によ

るため特に限定しない。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域とし、

調査地点は文化財の状態を

適切かつ効果的に把握でき

る地点として、以下に示す

地点とする。 

①安楽寺廃寺 

②桐生辻遺跡 

③五本松遺跡 

 

現地調査の調査期間は

令和6年とする。また、現地

調査の時間帯は主要な文

化財の特性を踏まえ、昼間

とする。 

文献その他の資料の調

査時期は特に限定しない。 
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(4.2.5.1 文化財)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

文 

化 

財 

 

有 

形 

の 

文 

化 

財 

 (1)有形の文

化財の分

布状況 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

*1：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用

及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(2/2) 

 
予測の手法*1 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 「工事の実施」と同様と

する。 

「工事の実施」と同様と

する。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

主要な有形の文化財とダムの堤

体の存在等との重ね合わせにより

改変の程度を把握し、影響を予測す

る。 

②文化財と一体になった周辺環境

の状態の変化の変化 

水環境、動物、植物、景観等の予

測結果を踏まえ、文化財の周辺環境

や利用状況への影響を予測する。 

③文化財の内部から見る風景の変

化 

主要な有形の文化財とダムの堤

体の存在等との重ね合わせにより

文化財から見る風景の変化を把握

し、影響を予測する。 

④文化財のアクセス特性の変化 

主要な有形の文化財とダムの堤

体の存在等との重ね合わせにより

アクセス特性の変化を把握し、影響

を予測する。 

(2)予測地域 

「工事の実施」と同様とする。 

(3)予測対象時期等 

土地又は工作物の存在及び供用

に伴う主要な有形な文化財に係る

環境影響を的確に把握できる時期

とする。 

文化財への影響

が、事業者により実

行可能な範囲内で

できる限り回避さ

れ、または低減され

ており、必要に応じ

代償措置等の実施

により環境の保全

についての配慮が

適正になされてい

るかどうかを検討

することにより行

う。 

影響要因として

は、滋賀県環境影響

評価技術指針別表

第一付表2に掲げら

れているもののう

ち、一般的なダム事

業に係る影響要因

の他に試験湛水の

実施が加わったも

のである。 

これによる環境

影響については、滋

賀県版環境影響評

価技術ガイド-歴史

的遺産分野（文化

財・伝承文化）-にお

ける手法を参考に

調査及び予測が可

能であることから、

調査及び予測の手

法は、当該手法を参

考に選定する。 

また、評価の手法

は、同ガイドに示さ

れている手法を参

考に選定する。 
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4.2.5.2 伝承文化 

伝承文化についての環境影響評価の調査、予測及び評価の手法を次ページ以降に示す。 
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（空白ページ） 
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(4.2.5.2 伝承文化)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報*1 調査の基本的な手法*1  

伝 

承 

文 

化 

 

地 

域 

に 

密 

接 

に 

関 

連 

す 

る 

伝 

承 

文 

化 

の 

状 

況 

お 

よ 

び 

そ 

の 

歴 

史 

 (1)地域に密

接に関連

する伝承

文化の状

況および

その歴史 

有形の文化財の分布状況を把握する

ため、下欄の事項を調査する。 

具体的な調査の手法を下欄に示す。  

1)地域に密接に関連する伝承文化の状

況及びその歴史 

文献その他の資料の収集並びに当

該情報の整理及び解析とする。 

 

2)主要な地域に密接に関連する伝承文

化の状況及びその歴史 

 

文献その他の資料及び現地確認に

よる情報の収集並びに当該情報の整

理とする。 

 

*1：大戸川ダム環境調査計画書（令和 4 年 12 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内容を更新した。 

工
事
の
実
施 

ダ
ム
の
堤
体
の
工
事
、
施
工
設
備
及
び
工
事
用
道
路
の
設
置

の
工
事
、
道
路
の
付
替
の
工
事
、
試
験
湛
水
の
実
施
を
い
う
。 
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(1/2) 

 
予測の手法 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 具体的な調査地域・調査

地点を下欄に示す。 

具体的な調査期間等を

下欄に示す。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

主要な伝承文化と工事計画との

重ね合わせにより改変の程度を把

握し、影響を予測する。 

②伝承文化の環境の状態の変化 

大気環境、水環境、動物、植物、

景観等の予測結果を踏まえ、事物や

場の利用状況や周辺環境への影響

または変化の程度を予測する。 

③伝承文化へのアクセス特性の変

化 

観光客のアクセスルート等と工

事区域や工事関係車両の経路図と

の重ね合わせ等により、伝承 

文化へのアクセス特性の変化の

程度を把握し、影響を予測する。 

(2)予測地域 

主要な伝承文化の特性を踏まえ

て主要な伝承文化に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められ

る地域とする。 

(3)予測対象時期等 

工事の実施に伴う主要な伝承文

化に係る環境影響を的確に把握で

きる時期とする。 

文化財への影響

が、事業者により実

行可能な範囲内で

できる限り回避さ

れ、または低減され

ており、必要に応じ

代償措置等の実施

により環境の保全

についての配慮が

適正になされてい

るかどうかを検討

することにより行

う。 

影響要因として

は、滋賀県環境影響

評価技術指針別表

第一付表2に掲げら

れているもののう

ち、一般的なダム事

業に係る影響要因

の他に試験湛水の

実施が加わったも

のである。 

これによる環境

影響については、滋

賀県版環境影響評

価技術ガイド-歴史

的遺産分野（文化

財・伝承文化）-にお

ける手法を参考に

調査及び予測が可

能であることから、

調査及び予測の手

法は、当該手法を参

考に選定する。 

また、評価の手法

は、同ガイドに示さ

れている手法を参

考に選定する。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域(事業

実施区域から約500mの範囲

をいう。以下「4.2.5.2伝承

文化」において同じ。)とし、

調査地点は地域に密接に関

連する伝承文化の状況及び

その歴史が適切かつ効果的

に把握できる地点とする。 

文献その他の資料によ

るため特に限定しない。 

 調査地域は事業実施区域

及びその周辺の区域とし、

調査地点は「1)地域に密接

に関連する伝承文化の状況

及びその歴史」の調査地点

のうち、文化財関係の法令

に指定されているもの、既

存の公的調査などによって

価値判断がなされているも

の等とし、以下に示す地点

とする。 

①信楽焼 

②九頭弁財天八大龍王 

③ワンワンの隧道 

④千石岩 

⑤身投げ岩 

 

現地確認の調査期間は

令和6年とする。また、現地

調査の時間帯は主要な文

化財の特性を踏まえ、昼間

とする。 

文献その他の資料の調

査時期は特に限定しない。 
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(4.2.5.2 伝承文化)  

項  目 調査の手法  

環境要素の区分 影響要因の区分 調査すべき情報 調査の基本的な手法  

伝 

承 

文 

化 

 

地 

域 

に 

密 

接 

に 

関 

連 

す 

る 

伝 

承 

文 

化 

の 

状 

況 

お 

よ 

び 

そ 

の 

歴 

史 

 (1)地域に密

接に関連

する伝承

文化の状

況および

その歴史 

「工事の実施」と同様とする。 「工事の実施」と同様とする。  

*1：大戸川ダム環境調査計画書（予測及び評価の手法）（令和 6 年 5 月国土交通省大戸川ダム工事事務所）の内

容を更新した。 

 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

ダ
ム
の
堤
体
の
存
在
、、
道
路
の
存
在
、
ダ
ム
の
供
用

及
び
ダ
ム
洪
水
調
節
地
の
存
在
を
い
う
。 
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(2/2) 

 
予測の手法*1 評価の手法 

調査、予測及び評価

の手法の選定理由  調査地域・調査地点 調査期間等 

 「工事の実施」と同様と

する。 

「工事の実施」と同様と

する。 

(1)予測の基本的な手法 

①改変の程度 

主要な伝承文化とダムの堤体の

存在等との重ね合わせにより改変

の程度を把握し、影響を予測する。 

②伝承文化の環境の状態の変化 

水環境、動物、植物、景観等の予

測結果を踏まえ、事物や場の利用状

況や周辺環境への影響または変化

の程度を予測する。 

③伝承文化へのアクセス特性の変

化 

観光客のアクセスルート等と事

業計画との重ね合わせ等により、伝

承文化へのアクセス特性の変化の

程度を把握し、影響を予測する。 

(2)予測地域 

「工事の実施」と同様とする。 

(3)予測対象時期等 

土地又は工作物の存在及び供用

に伴う主要な伝承文化に係る環境

影響を的確に把握できる時期とす

る。 

文化財への影響

が、事業者により実

行可能な範囲内で

できる限り回避さ

れ、または低減され

ており、必要に応じ

代償措置等の実施

により環境の保全

についての配慮が

適正になされてい

るかどうかを検討

することにより行

う。 

影響要因として

は、滋賀県環境影響

評価技術指針別表

第一付表2に掲げら

れているもののう

ち、一般的なダム事

業に係る影響要因

の他に試験湛水の

実施が加わったも

のである。 

これによる環境

影響については、滋

賀県版環境影響評

価技術ガイド-歴史

的遺産分野（文化

財・伝承文化）-にお

ける手法を参考に

調査及び予測が可

能であることから、

調査及び予測の手

法は、当該手法を参

考に選定する。 

また、評価の手法

は、同ガイドに示さ

れている手法を参

考に選定する。 
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